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第１章 総  則 

 

§１ 概  要 

    本工事は、沼田浄化センターにおける機械設備工事を行うものである。その主要設備は下記

の通りである。 

(1) 付帯設備（配管類） 

(2) 複合工 

 

§２ 施工範囲 

    本設備の施工範囲は、上記の設計・製作・配管・配線・塗装・撤去・搬入・据付け等であり、

これによって生じる手直しまでの一切の施工、これに必要なコンクリート基礎工事、仕上工事、

貫通部のはつり復旧、池、ピット内の排水、仮設工事等の付帯工事を含むものである。 

        尚、本設備の施工に当たっては、将来計画を充分に考慮の上、関連工事との協調をはかり施

工するものとする。特に工事の施工にあたっては、現在運転中の施設であるため、維持管理者

と十分な協議を行い、処理場の運転に可能な限り支障のない実施計画を立案して施行にあたる

こと。 

 

§３ 仕様書の適用等 

    一般仕様書及び、標準仕様書は下記に準じるものとする。 

(1) 土木工事共通仕様書   最新版 

北海道土木部監修 

社団法人 北海道土木協会 

    (2)機械設備工事一般仕様書 最新版 

編著 日本下水道事業団 

発行 (財)下水道業務管理センター 

    (3)機械設備工事共通仕様書 最新版                             

                   国土交通大臣官房官庁営繕部監修 

                   社団法人 公共建築協会          

    (4)機械設備標準仕様書   最新版 

編著 日本下水道事業団 

発行 (財)下水道業務管理センター 
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§４ 建設リサイクル法 

    (1) この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事で

ある。 

(2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建

設資材、木材、アスファルトコンクリート）を用いた工作物等の解体においては、「建設工

事に係る資材の再資源化などに関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等

すること。 

    分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・

土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者か、解体工事業登録を受けた者が施工する

こと。 

      また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等実施する場合は、分別解体等を実施する

場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲

示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別

解体等を監督させなければならない。 

(3) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスフ

ァルトコンクリート塊）は、再資源化すること。また、工事状況・再資源化施設の状況等に

より、難い場合は、その理由書並びに必要な書類を提出の上、変更等について工事監督員と

協議すること。再資源化施設の所在地等は、工事監督員に確認すること。 

(4) 当該工事受注後速やかに再資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の必須事項を

記載し工事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、再生資源利用実施書及び再

生資源利用促進実施書を作成し、工事完成後工事監督員に提出するとともに、1年間保存す

ること。 

 

§５ 工事中の安全確保 

(1) 請負者は、「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術調査課 監修）及び「建

設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長 平成7年11月22日）を参考にし

て、常に工事の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。 

    (2) 請負者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障

となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす等の施工をしてはならない。 

    (3) 請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達、平成5年1月12日）を遵

守して災害の防止を図らなければならない。 

    (4) 工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定

されている場合には、請負者はこれに適した建設機械を使用しなければならない。 

       ただし、請負者はより条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、そ

れを使用することができる。 

    (5) 請負者は、工事箇所及び園周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさな
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いよう必要な措置を施さなければならない。 

    (6) 請負者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を

最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

    (7) 請負者は、稼働中の施設内工事である場合は、安全確保・事故防止対策を講じると共

に、以下のことを実施しなければならない。 

     1） 酸欠等の恐れのある既設人孔、その他地下構造物等に出入りする場合、有毒ガス、酸

素欠乏空気等の有無を事前に調査し、退避計画の作成を行うこと。 

     2） 焼却炉、炭化炉、又は薬品やガス使用施設等に隣接する場合、当該施設を事前に調査

し、運転中の事故に備えた退避計画の作成を行うこと。 

    (8) 請負者は、工事現場に行為関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、ロープ等

により囲うと共に、立入り禁止の標示をしなければならない。 

    (9) 請負者は、工事期間中安全遵守を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を

行い、安全の確保に努めなければならない。 

    (10) 請負者は、請負者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環

境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーショ

ン及び現場周辺の美装化（イメージアップ）に努めるものとする。 

    (11) 請負者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓練等を実施しなければ

ならない。 

       1） 工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から

選択し定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければなら

ない。 

ア 安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育 

イ 本工事内容の周知徹底 

ウ 土木工事安全施工技術指針の周知徹底 

エ 本工事現場で予想される災害対策訓練 

オ 本工事現場で予想される事故対策 

カ その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

       2） 請負者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を記述

するか、あるいは別途作成し、監督職員に提出しなければならない。 

     3） 請負者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ等又は報告書に記録した資

料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示すると共に、検査時に提

出しなければならない。 

    (12) 請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の

関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

    (13) 請負者は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間

の安全施工に関する緊密な情報交換を行うと共に、非常時における臨機の措置を定める
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等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

    (14) 監督職員が、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第1項に既定する措置を講

じるものとして、同条第2項の既定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれ

に従うものとする。 

    (15) 請負者は、工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令

に基づく措置を常に講じておくものとする。特に、重機械の運転、電気設備等について

は、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

    (16) 請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等

現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければな

らない。特に梅雨、台風等の出水期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配

慮しなければならない。浸水等の水害被害が予想される工事現場では、急激な増水・気

象変化に対し、迅速に対応できる事故防止対策・退避計画を作成すること。 

    (17) 災害発生時もしくは、災害発生の恐れがある場合において、請負者は第三者及び作業

員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとする。 

    (18) 請負者は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場合には、当該物件の位

置、深さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。 

    (19) 請負者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に報告し、

その処置については占用者等の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。 

    (20) 請負者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告すると共

に、関係機関に連絡し応急措置を取り、捕集しなければならない。 

    (21) 請負者は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを実施しなければならな

い。 

     1) 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時期以前に災害発生等緊急

時に必要な措置に対する準備を行ない、監督職員にその内容を提出すること。 

     2) 気象情報として各種注意報が発令された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための

点検を実施すること。 

     3) 浸水等の発生が予想される工事現場では、気象情報として各種警報が発令された場合、

災害発生の有無を速やかに監督職員に報告すること。 

     4) 工事箇所と同一の県内において、震度4以上の地震が発生した場合、災害発生の有無

を監督職員に報告すること。 

 

§６ 工事カルテ作成、登録 

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事

実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に、工事実績情報として「工

事カルテ」を作成し工事監督員の確認（記名・押印）を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、

日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、

祝日等を除き10日以内に、完成時は引渡し後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請を



-5- 

しなければならない。ただし、工事請負代金額500万以上2,500万円未満の工事については、受

注・訂正時のみ登録するものとする。 

登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた再には、その写しを直ちに工事監督

員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時

の提出を省略できるものとする。 

 

§７ 完成図書 

請負者は、工事完成迄に完成図書を作成し、製本及び電子成果品（ＣＤ）を提出する。完成

図書の内容には、維持管理上必要な情報を記載すること。 

 

§８ その他 

本工事の施工にあたり疑義の生じた場合は、協議のうえ監督員の指示に 従うこと。 
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第２章 付帯設備（配管類） 

 

§１ 小配管（口径350mm以下）・弁類 

１．施工目的 

耐震壁新設に伴い支障となる配管を移設するものである。 

 

  ２．配管仕様および施工範囲 

番号 配管名 材質 
施工範囲 

（A,φ） 
施工箇所 備考 

1 給水管 SGPW 25A XB1-YB1附近 20A横水栓あり 

      

 

・ 新設給水管については、付近柱にアスベスト含有塗材が使用されているため、配管サポートは柱面

には設置しないこと。 
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第３章 複合工 

 

§１ 鋼製加工品類 

１． 鋼製加工品仕様及び施工範囲 

番号 名称 設置場所 材質 塗装 数量 備考 

1 配管サポート① XA2-YA2 SS400 屋内露出 1式 給水管ｻﾎﾟ（撤去・新設） 

2 配管サポート② XA2-YA3 SS400 屋内露出 1式 給水管ｻﾎﾟ（撤去・新設） 

3 配管サポート③ XB1-YB1 SS400 屋内露出 1式 脱臭管ｻﾎﾟ（撤去・新設） 

4 配管サポート④ XB1-YB1 SS400 屋内露出 1式 給水管ｻﾎﾟ（撤去・新設） 

5 鋼製加工品 XA1-YA2 SS400 屋内露出 1式 給油配管ｶﾊﾞｰ（撤去・新設） 

6 鋼製加工品 XA1-YA3 SS400 屋内露出 1式 給油配管ｶﾊﾞｰ（撤去・新設） 

       

 

・ 配管サポート①②について、既存サポートはアスベスト含有が確認された面に設置されているた

め、撤去時は必要な対策を講じること。新設する給水配管サポートは新設耐震壁面に設置すること。 

・ 配管サポート①②について、既存サポートはアスベスト含有が確認された面に設置されているた

め、撤去時は必要な対策を講じること。新設する脱臭配管サポートは耐震壁を設置した面（建築工

事にてアスベスト除去済）に設置すること。 

・ 配管サポート④については、柱壁面から配管サポートをとらず、床面等に配管サポートを設置する

こと。 

・ 鋼製加工品（給油配管カバー）について、新設される耐震壁に曝気装置グリースポンプが再設置さ

れるため、その給油配管を保護するために設置する。 

 

§２ 被覆工 

１． 配管被覆仕様及び施工範囲 

番号 名称 設置場所 数量 備考 

1 配管被覆撤去 XA1-YA3 1式 φ200排水管 

     

 

・ 新設耐震壁設置の支障となるため、配水管の配管保温を一部撤去する。 

 

 

 



 
 
 

②  電 気 設 備 
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第１章．総  則 

第1節 総則  

本仕様書は、沼田町（以下、本町とする）が発注する沼田浄化センター耐震補

強工事（電気設備）に適用する。 

第2節 工期 

本工事の工期は、令和 年 月 日より令和 年 月 日までとする。 

第3節 適用 

本工事においては、電気設備工事共通仕様書（R07 国土交通省営繕部監修）、電

気設備工事一般仕様書（R07 日本下水道事業団）、機械設備工事共通仕様書（R07

国土交通省営繕部監修）、建築工事共通仕様書（R07 国土交通省営繕部監修）及び

土木工事共通仕様書（R06-10）に準拠するものとする。 

本特記仕様書と設計書及び図面との間に、記載事項についての相違がある場合

は、監督員に確認し指示を受けなければならない。 

第4節 打ち合わせ 

請負人は、契約締結後すみやかに担当技術者を本市に派遣し、監督員と図面及

び関係図書にもとづき、本設備の詳細なる技術的打合せを行わなければならない。

打合せは、必要に応じて何回も行い、打合せ事項については、その都度議事録を

２部（内１部は承認返却分）ただちに提出し、監督員の承認を受けなければなら

ない。 

第5節 提出図書 

請負人は、上記の技術的打合せ及び現場の実測調査の後、指定期間内に下記の

書類を提出し、監督員の承認を受けなければならない。 
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提出書類一覧表 

   書類名 提出期日 提出部数 

工事着工時 

工事工程表 契約後 14 日以内 4 部 

現場代理人等通知書 契約後 14 日以内 3 部 

経歴書 契約後 14 日以内 3 部 

請負代金内訳書 契約後 14 日以内 2 部 

職務分担通知書 契約後 30 日以内 1 部 

緊急連絡先通知書 契約後 30 日以内 1 部 

下請負者通知書 甲がもとめたとき 1 部 

主要機器材料製作者通知書 契約後 60 日以内 1 部 

施工計画書 現場着工 30 日前 1 部 

工事旬報 そのつど 1 部 

工事中 

機器設計製作打合せ議事録 そのつど 1 部 

機器設計製作図書の承諾図書 製作前 1 部 

施工設計図書の承諾申請書 施工前 1 部 

機器材料搬入簿 そのつど 1 部 

工場検査申請書 そのつど 1 部 

検査試験成績表 そのつど 1 部 

工場検査報告書 そのつど 1 部 

施工体制台帳 そのつど 1 部 

火災保険等契約書写 そのつど 1 部 

建設業退職金共済制度掛金収納書写 そのつど 1 部 

月別工事予定及び進捗状況表 そのつど 1 部 

完成時 

工事完成通知書 そのつど 1 部 

完成図書 完成検査日 2 部 

工事記録写真帳 完成検査日 1 部 

請求書（完成払い） そのつど 2 部 

引渡書 そのつど 2 部 

（注）・提出部数は原則上記表によるが、監督員が指示した場合はこの限りでない 

・ 上記提出書類に変更が生じた場合は直ちに変更書類を提出すること 

・ 提出書類は、正本１部で他は写しで可とする 

・ 提出部数には、返却分は含まない 
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第6節 施工計画書 

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等に

ついての施工計画書を監督員に提出しなければならない。また、この計画書は内

容に変更が生じた場合にはそのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項に

ついて、変更計画書を提出しなければならない。 

第7節 工事カルテ作成・登録 

請負者は、完成時において工事請負代金額 500 万円を超える工事について、受

注時には契約後 14日以内に、登録内容の変更は変更があった日から 14日以内に、

完成時は完成検査までに工事実績情報システム（CORINS）に基づき、工事実績情

報として「工事カルテ」を作成し監督員の承認を得た後に、（財）日本建設情報総

合センターに提出しなければならない。 

第8節 施設の保全 

既設構造物を汚染または損傷を与える恐れのある場合は適切な養生を行うもの

とし、これらに損傷を与えた場合は、速やかに監督員に報告し請負者の責任で復

旧しなければならない。 

第9節 工事用電力及び用水 

請負者は、工事用及び検査に必要な電力・用水及びこれに要する仮設材料につ

いては、請負者の責任で負担しなければならない。 

第10節 工事対象物の保管責任 

請負者は、工事が完成し引き渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなけ

ればならない。 

第11節 工事完成後の処理 

請負者は、工事の完成に際しては、その責任と費用分担において不要材料及び

仮設物を処分または撤去し、清掃しなければならない。 

第12節 工事現場の明示 

請負者は、工事現場の一般通行人の見やすい場所に工事名、工期、事業主体名、

発注者名、工事請負者名、現場責任者名（電話）を記入した工事標識板を設置し

なければならない。 

第13節 工事用地等の使用 

請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注

意をもって維持・管理するものとする。工事上必要な土地を第３者から借用した

場合は、その土地の所有者との間の契約を遵守し、苦情または紛争が生じないよ
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うに努めなければならない。また、上記の土地は工事完了後速やかに自ら復旧し

なければならない。この義務を履行しない場合は、請負者に支払うべき請負代金

額から控除するものとし、この控除額についての意義を申し立てることは出来な

い。 

第14節 工事施工体制台帳 

請負者は、工事を施工するために締結した下請負代金額が３，０００万円以上

になる場合は建設業法及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」の定

めるところにより施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に

提出しなければならない。また、各下請負者の施工分担関係を表示した施工体系

図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

第15節 維持管理業者との調整 

請負者は、処理場維持管理業担当者（町管理担当職員および委託会社職員）に

十分な説明を行い施工にあたらなければならない。 

第16節 工事現場発生品 

請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票（マニフ

ェスト）の写しにより、適正に処理されていることを確認するとともにその写し

を監督員に提出しなければならない。 

第17節 工事材料の品質 

請負者は工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任と費用負担

において整理し提出しなければならない。 

第18節 監督員による検査 

監督員は、工事が契約図書の内容に基づき適切に行われているかどうかの確認

をするため、必要に応じて工事現場又は製作工場に立ち入り、立会い又は資料の

提出を請求出来るのもとし、請負者はこれに協力しなければならない。 

この場合の立会い及び検査等に必要な人員及び資機材等の準備、写真、資料等

の整理に要する費用は請負者の負担とする。 

確認および検査は、各工種において段階的に行なえる様に監督員に、事前に工

程表を提示すること。 

（特に、完成時不可視となる部分の工事については、必ず行なうこと） 

第19節 数量の算出 

請負者は、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出

しなければならない。 

第20節 工事完成検査 
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請負者は、工事完成後、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。 

書類提出を提出する際は以下の用件を満たしていることを条件とする。 

・ 設計図書に記載されている全ての工事が完成していること。 

・ 工事中に監督員が請求及び指示した変更・改修工事が完成していること。 

・ 工事記録写真・出来形管理資料・工事関係図書及び報告書等の資料整理が完

了していること。 

・ 請負者の社内検査で合格していること。 

監督員は、工事完成通知書を提出された後、検査日を請負者に通知し、検査内

容は以下の通りとする。 

・ 工事出来形について、形状・寸法・精度・数量及び出来ばえの検査。 

・ 工事管理状況について書類・記録・写真等の検査。 

検査員は、補修の必要があると判断した場合、請負者に対して期限を定め補

修の指示を行うことが出来る。 

第21節 諸法令の遵守 

請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るととも

に、諸法令の適用運用は請負者の責任と費用負担において行わなければならない。

なお、主要な法令は以下に示す。 

(1) 会計法（令和元年 5 月改正 法律第 16 号） 

(2) 建設業法（令和 3 年 5 月改正 法律第 48 号） 

(3) 下請代金遅延等防止法（平成 21 年 6 月改正 法律第 51 号） 

(4) 労働基準法（令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号） 

(5) 労働安全衛生法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(6) 作業環境測定法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(7) じん肺法（平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号） 

(8) 雇用保険法（令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号） 

(9) 労働者災害補償保険法（令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号） 

(10) 健康保険法（令和 3 年 6 月改正 法律第 66 号） 

(11) 中小企業退職金共済法（令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号） 

(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号） 

(13) 出入国管理及び難民認定法（令和 3 年 6 月改正 法律第 69 号） 

(14) 道路法（令和 3 年 3 月改正 法律第 9 号） 

(15) 道路交通法（令和 4 年 4 月改正 法律第 32 号） 

(16) 道路運送法（令和 2 年 6 月改正 法律第 36 号） 

(17) 道路運送車両法（令和 4 年 3 月改正 法律第 4 号） 

(18) 砂防法（平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号） 

(19) 地すべり等防止法（平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号） 
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(20) 河川法（令和 3 年 5 月改正 法律第 31 号） 

(21) 海岸法（平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号） 

(22) 港湾法（令和 4 年 3 月改正 法律第 7 号） 

(23) 港則法（令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号） 

(24) 漁港漁場整備法（平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号） 

(25) 下水道法（令和 4 年 5 月改正 法律第 44 号） 

(26) 航空法（令和 4 年 6 月改正 法律第 62 号） 

(27) 公有水面埋立法（平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号） 

(28) 軌道法（令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号） 

(29) 森林法（令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号） 

(30) 環境基本法（令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号） 

(31) 火薬類取締法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(32) 大気汚染防止法（令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号） 

(33) 騒音規制法（平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号） 

(34) 水質汚濁防止法（平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号） 

(35) 湖沼水質保全特別措置法（平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号） 

(36) 振動規制法（平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号） 

(37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(38) 文化財保護法（令和 3 年 4 月改正 法律第 22 号） 

(39) 砂利採取法（平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号） 

(40) 電気事業法（令和 4 年 6 月改正 法律第 74 号） 

(41) 消防法（令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号） 

(42) 測量法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(43) 建築基準法（令和 4 年 5 月改正 法律第 55 号） 

(44) 都市公園法（平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号） 

(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和 4 年 6 月改正 法律第

68 号） 

(46) 土壌汚染対策法（平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号） 

(47) 駐車場法（平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号） 

(48) 海上交通安全法（令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号） 

(49) 海上衝突予防法（平成 15 年 6 月改正 法律第 63 号） 

(50) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（令和 3 年 5 月改正 法律第 43

号） 

(51) 船員法（令和 3 年 6 月改正 法律第 75 号） 

(52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成 30 年 6 月改正 法律第 59 号） 

(53) 船舶安全法（令和 3 年 5 月改正 法律 43 号） 
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(54) 自然環境保全法（平成 31 年 4 月改正 法律第 20 号） 

(55) 自然公園法（令和 3 年 5 月改正 法律第 29 号） 

(56) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

(57) （令和 3 年 5 月改正 法律第 37 号） 

(58) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

(59) （令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号） 

(60) 河川法施行法抄（平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号） 

(61) 技術士法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(62) 漁業法（令和 3 年 5 月改正 法律第 47 号） 

(63) 空港法（令和 4 年 6 月改正 法律第 62 号） 

(64) 計量法（平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号） 

(65) 厚生年金保険法（令和 3 年 6 月改正 法律第 66 号） 

(66) 航路標識法（令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号） 

(67) 資源の有効な利用の促進に関する法律（令和 4 年 5 月改正 法律第 46 号） 

(68) 最低賃金法（平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号） 

(69) 職業安定法（令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号） 

(70) 所得税法（令和 4 年 6 月改正 法律第 71 号） 

(71) 水産資源保護法（平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号） 

(72) 船員保険法（令和 3 年 6 月改正 法律第 66 号） 

(73) 著作権法（令和 3 年 6 月改正 法律第 52 号） 

(74) 電波法（令和 4 年 6 月改正 法律第 70 号） 

(75) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

(76) （令和 4 年 4 月改正 法律第 32 号） 

(77) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号） 

(78) 農薬取締法（令和元年 12 月改正 法律第 62 号） 

(79) 毒物及び劇物取締法（平成 30 年 6 月改正 法律第 66 号） 

(80) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

(81) （平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号） 

(82) 公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和元年 6 月改正 法律第 35 号） 

(83) 警備業法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号） 

(84) 個人情報の保護に関する法律（令和 4 年 5 月改正 法律第 54 号） 

(85) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(86) （令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号） 

(87) 製造物責任法（平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号） 

(88) エネルギーの使用の合理化に関する法律（令和 4 年 5 月改正 法律第 46 号） 

(89) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 
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(90) （令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号） 

(91) 高圧ガス保安法（令和 4 年 6 月改正 法律第 74 号） 

(92) ダイオキシン類対策特別措置法（令和 4 年 6 月改正 法律第 68 号） 

(93) 悪臭防止法（令和 4 年 6 月改正 法律第 68 号） 

(94) 電気用品安全法（令和 4 年 6 月改正 法律第 74 号） 

(95) 電気工事士法（令和 4 年 6 月改正 法律第 74 号） 

(96) 電気通信事業法（令和 4 年 6 月改正 法律第 70 号） 

(97) 有線電気通信法（昭和 28 年法律第 96 条） 

(98)  

第22節 完成検査 

本設備の各機器が現場で据付完了後、試運転、調整及び予備試験並びに全施工

区域の跡片付け、清掃等の一切の整備が終了した後に正規の運転条件のもとに所

定の完成検査を受け、これに合格しなければならない。 

第23節 検査要領   

検査を受ける時に現場代理人及び担当電気工事士は必ず立会い、検査に必要な

測定具工具、電灯、脚立等の器具、材料、消耗品、配線並びに人員を整え検査が

迅速かつ円滑に実施出来るように留意しなければならない。 

第24節 試運転 

なお、前記の試運転、調査試運転及び完成検査に要する費用は全て請負者の負

担とする。 

第25節 施工監理 

請負者は、施工計画書の示される作業手順に従って施工し、施工管理を行わな

ければならない。 

第26節 履行報告 

請負者は、進捗状況がわかる書類を作成し、監督員に提出し承認を得なければ

ならない。 

第27節 使用人の管理 

請負者は、使用人等（下請負者またはその使用人およびこれに準ずるもの）の

雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確

保しなければならない。 

また、使用人に対して適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対す

る対応等の指導および教育をおこなうとともに、工事が適正に遂行されるように

管理および監督しなければならない。 
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第28節 工事中の安全管理 

請負者は、土木工事安全施工技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、令和 2

年 3 月）および建設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長、平

成 17 年 3 月 31 日）を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い災

害の防止を図らなければならない。 

工事の施工にあたり関連する法令の主なものは下記のとおりであるが、これら

の諸法令を遵守し、工事を安全かつ円滑なる進捗を図るとともに、諸法令の運用

は受注者において行う。 

・労働基準法 

・労働安全衛生法 

・建設業法 

・消防法 

第29節 安全・訓練等の実施について 

請負者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓練等を実施しな

ければならない。 

第30節 跡片付け 

請負者は、工事の全部または一部の完成に際して、その責任と費用負担におい

て、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸および各種仮設物を片付け、かつ撤去

し、現場および工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にすること。 

第31節 事故報告 

請負者は、工事中に事故が発生して場合には、ただちに監督員に連絡するとと

もに、監督員が定める期日までに事故報告書を提出しなければならない。 

第32節 環境対策 

請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通

達・昭和 51 年 3 月 2 日、昭和 62 年 4 月 16 日一部改正）、関連法令および仕様書

の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施

工計画および工事に実施の各段階において十分に検討し、周辺地域への環境保全

につとめること。 

第33節 官公庁等への手続き等 

請負者は、工事施工に必要な関係官公庁、その他のものに対する諸手続きは、

監督員の承諾を得てから請負者の責任において迅速に処理しなければならない。 

第34節 周辺住民への対応 

請負者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないようにつと
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めなければならない。 

また、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応するべ

き場合は誠意をもってその解決にあたるとともに、交渉等を行う場合は、事前に

監督員に報告するとともに、交渉経過を文書にて監督員に報告しなければならな

い。 

第35節 規格・基準等 

請負者は、当該工事の施工にあたり、下記の規格・基準を準拠すること。 

(1) 電気設備に関する技術基準を定める省令 

(2) 日本産業規格（ＪＩＳ） 

(3) 電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

(4) 日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

(5) 日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ） 

(6) 日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ） 

(7) 電池工業会規格（ＳＢＡ） 

(8) 日本電力ケーブル付属品工業会規格（ＪＣＡＡ） 

(9) （社）日本内燃力発電設備協会規格（ＮＥＧＡ） 

(10) 日本計量機器工業連合会規格（ＪＭＩＦ） 

(11) 工場電機設備防爆指針〔ガス蒸気防爆（2006）、粉じん防爆〕 

(12) 電気技術規程（JEAC）〔高圧受電設備規程〕、〔内線規程〕 

(13) 北海道電力（㈱ 電気供給約款 

(14) 高調波抑制対策ガイドライン及び高調波抑制対策技術指針 

(15) その他関連法令・条例・規格 

第36節 システム設計 

請負者は、土木・建築等の構造物、機械設備の事前調査を十分に行ったうえで、

発注者が貸与する設計図書により設計意図を充分把握し、検討（各種容量計算の

確認）および他工事との取り合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を

選択しシステムとしての組み合わせを行い、最終的に据え付けるまでに係わる技

術的な検討を行うこととする。 

なお、検討に際しては以下の条件に注意すること。 

(1) 信頼性 

(2) 安全性 

(3) 操作性 

(4) 拡張性 

(5) 維持管理性 

(6) 地域特性 
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(7) 環境対策 

第37節 承諾図書 

請負者は、前記のシステム設計に基づき提出図書一覧表に記載する図書を作成

すること。 

機器の容量等の決定にあたっては、下記の計算書を作成し事前に提出すること。 

(1) 共通事項 

・耐震計算、電線・ケーブル選定根拠 

第38節 工事写真 

請負者は、工事中の写真を「工事記録写真撮影要領」に基づき撮影し、工事着

手前、工事中、工事完成後の順に整理編集して、工事完成後、写真帳およびネガ

アルバム（CD-R 可）とともに提出すること。 

また、前節の容量計算結果と施工状況の確認を行うことのできる写真を撮影し、

写真帳に収めること。 

第39節 総合試運転 

本工事においては、総合試運転は行わない。 

第40節 機械設備工事との取り合い 

機械設備は、全て既設であり取り合いはないが、既設機器を調査し工事を行う

こと。 

第41節 電源切換工事 

更新時においては、流入水量の少ない時期を監督員に確認し、ポンプ場の機能

を長時間停止しない工程とすること。 

第42節 建設工事に係る資材の再資源化等 

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（(平成１２年法律第

１０４号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別

解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以

下の積算条件を設定しているが、解体工事に要する費用等に定める事項は契約締

結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明

示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場

合は、監督員と協議するものとする。 
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１）分別解体等の方法（工程ごとの作業内容及び解体方法） 

工  程  作 業 内 容  分別解体等の方法（※）  

配電盤基礎等  有  手作業・機械作業の併用  

 

２）再資源化等をする施設の名称及び所在地  

特定建設資材廃

棄物の種類  
施 設 名 称  所 在 地  

コンクリート  (有 )北海工栄  
雨竜郡沼田町字沼田１２２

８番地  

木くず  (株 )道環リサイクル  
樺戸郡新十津川町字中央８

９番地４  

なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項について

はこの限りではない。 

また、上記施設は参考であり請負者が任意に選定可能とする。 
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第２章．電気設備機器 

第1節 施工目的 

耐震補強工事による壁新設に伴い、支障となる既設ケーブルラック、電線管の

移設を行うものである。 

 

第2節 機器名称及び施工箇所（今回新設） 

(1) 500W アルミケーブルラック  7.6ｍ程度（1 系 OD 棟） 

(2) 200W アルミケーブルラック  2.1ｍ程度（2 系 OD 棟） 

(3) 300W アルミケーブルラック  4.7ｍ程度（1 系終沈棟） 

 

第3節 機器名称及び施工箇所（今回撤去） 

(1) 500W アルミケーブルラック  7.6ｍ程度（1 系 OD 棟） 

(2) 200W アルミケーブルラック  1.5ｍ程度（2 系 OD 棟） 

 

第4節 機器名称及び施工箇所（今回一時撤去再設置） 

(1) 1 系 DO 計変換器（スタンション含む） 1 台 （1 系 OD 棟） 

※スタンション基礎コンは新設 

 

第5節 特記事項 

(1) 終沈棟のケーブルルート変更に伴い、亘長が不足するケーブルは直線接続材

料を用いて延長すること。 

(2) OD 棟のケーブルラックの更新にあたってはケーブルは原則流用とすること。 

曝気装置 VVVF 盤から配線されているケーブルのみ今回更新対象とする。 

(3) 電線管は原則既設流用とする。 

(4) 撤去のうち有価物は場内仮置きとする。仮置き場所は監督員と協議とする。 
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第３章．配管・配線工事仕様 

 

第1節 電線類 

（1）ケーブル 

      本工事に使用するケーブル・電線類は JIS および JCS 製品とする。 

・ 高圧ケーブルは、CE または CET 

・ 低圧ケーブルは、CE または CET 

・ 制御用ケーブルは、CEE 

・ 計装用ケーブルは、CEE-S または KPEV-S 

・ 同軸ケーブルは、ポリエチレン絶縁網組形高周波同軸ケーブル 

（2）端末処理 

・ 端末処理材は、JCAA製品を使用すること。 

なお、本工事においては高圧ケーブルは、径によらず端末処理を施すこ

と。低圧ケーブルは 60sq 以上のケーブルに処理すること。 

（3）圧着端子 

・ 圧着端子類は、JIS製品を使用すること。 

（4）直線接続材 

・ 直線接続材料は、JCAA製品を使用すること。 

 

第2節 電線管類 

（1）配管類 

      本工事に使用する配管類の規格を下表に示す。 

区分 名称 規格 

金属管 
鋼製電線管 JIS C 8305 

金属製可とう管 JIS C 8309 

合成樹脂管 

合成樹脂製可とう管 JIS C 8411 

硬質塩化ビニル電線管 JIS C 8430 

硬質塩化ビニル管 JIS K 6741 

波付硬質合成樹脂管 

JIS K 6720 

6921 

6922 

 

（2）ボックス類 

・ 屋内に使用するプルボックスは、合成樹脂製とし、本体と蓋の間にはパ

ッキンを挿入した防水形を使用すること。ただし、強度の必要なものは
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ＳＵＳ製とする。 

・ 屋外に使用するプルボックスは、SUS 製とし、本体と蓋の間にはパッキ

ンを挿入した防水形を使用すること。 

・ プルボックス下面には水抜き穴を設けること。 

・ 蓋の止めネジは、SUS 製とする。 

・ 板厚は、1.6mm 以上とする。 

・ 内部には、接地端子を設けること。 

 

第４章．施工 

第1節 据え付け・配線工事 

機器の据付、配管、配線工事においては 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事標準図」に準拠すること。 

また、施工の前には必ず施工計画書および施工承認図を監督員に提出し、承諾

を得てから工事を行なうこと。 

既設機器を運転しながらの更新工事となるため、施工にあたっては既設状況を

十分に調査し、工事中に処理場の機能を損なうことのないように十分注意するこ

と。 

 

第2節 試  験 

現場（一部工場での検査も認める）においては、以下の試験を行なうこと。ま

たその結果は試験（検査）成績書として工事完成後に納品すること。様式は特に

定めない（受注者の標準とする）。 

 

 

 

 

 

 

 

第3節 アスベスト含有建材 

本施設の施工場所に係るアスベスト含有建材が使用されている箇所は以下の通

り 

・ＯＤ棟 外壁（塗膜モルタル）、内壁（塗膜+下地調整材） 

・終沈棟 内壁（塗膜+下地調整材） 

 

計測設備 動作試験 

 外観検査 

 電源試験 

 ループ試験 

配管・配線・ケーブルラック 外観構造検査 

 絶縁抵抗測定 



 

 

 
参 考  図 面 

  

  



令 和 ８ 年 ３ 月

北 海 道 沼 田 町
株 式 会 社 ド ー コ ン

沼 田 浄 化 セ ン タ ー （ 管 理 棟 等 ） 耐 震 補 強 ・ 改 修 工 事

詳 細 設 計 図

（ 建 築 ・ 建 築 機 械 ・ 建 築 電 気 ・ 機 械 設 備 ・ 電 気 設 備 ）



縮　尺 縮　尺

共特 - 01 NONE A - 01 1/600

共特 - 02 NONE A - 02 NONE

共特 - 03 NONE A - 03 1/100

特 - 01 NONE A - 04 1/100

特 - 02 NONE A - 05 1/200

特 - 03 NONE A - 06 1/100

A - 07 1/100

A - 08 1/150

A - 09 1/200

A - 10 1/150

A - 11 1/100

A - 12 1/200

A - 13 1/100

図　　面　　目　　録　（建　　築）

番　　号 図　　　面　　　名　　　称 番　　号 図　　　面　　　名　　　称

共通特記仕様書（１） 附近見取図、全体配置図

共通特記仕様書（２） 仕上表

共通特記仕様書（３） 管理棟　１階平面図

建築工事　改修特記仕様書（１） 管理棟　２階平面図

建築工事　改修特記仕様書（２） 管理棟　立面図

建築工事　改修特記仕様書（３） 管理棟　断面図

ＯＤ棟　１階平面図

ＯＤ棟　屋根伏図

ＯＤ棟　立面図

ＯＤ棟　断面図

終沈棟　１階平面図

終沈棟　立面図

終沈棟　断面図



縮　尺 縮　尺

Ｓ - 01 NONE Ｓ - 16 1/100

Ｓ - 02 NONE Ｓ - 17 1/100

Ｓ - 03 NONE Ｓ - 18 1/50

Ｓ - 04 NONE Ｓ - 19 1/50

Ｓ - 05 NONE Ｓ - 20 1/50

Ｓ - 06 NONE Ｓ - 21 1/50

Ｓ - 07 NONE Ｓ - 22 1/100

Ｓ - 08 1/100 Ｓ - 23 1/100

Ｓ - 09 1/100 Ｓ - 24 1/50

Ｓ - 10 1/100 Ｓ - 25 1/50

Ｓ - 11 1/50

Ｓ - 12 1/50

Ｓ - 13 1/50

Ｓ - 14 1/50

Ｓ - 15 1/50

構造細目共通図（建築構造物）（1） 最終沈澱池（既設棟）  伏図（改修前後）

構造細目共通図（建築構造物）（2） 最終沈澱池（既設棟）  軸組図（改修前後）

構造細目共通図（建築構造物）（3） 最終沈澱池（既設棟）  １階補強詳細図（１）

構造細目共通図（建築構造物）（4） 最終沈澱池（既設棟）  １階補強詳細図（2）

図　　面　　目　　録　（建築構造）

番　　号 図　　　面　　　名　　　称 番　　号 図　　　面　　　名　　　称

構造細目共通図（建築構造物）（5） 最終沈澱池（既設棟）  １階補強詳細図（3）

構造細目共通図（建築構造物）（6） 最終沈澱池（既設棟）  １階補強詳細図（4）

耐震改修標準詳細図 ポンプ室・オキシデーションディッチ1系  伏図（改修前後）

管理棟　伏図（改修前後） ポンプ室・オキシデーションディッチ1系  軸組図（改修前後）

管理棟　軸組図（改修前後）（1） ポンプ室・オキシデーションディッチ1系  １階補強詳細図 （1）    

管理棟  軸組図（改修前後）（２） ポンプ室・オキシデーションディッチ1系  １階補強詳細図 （2）    

管理棟  １階補強詳細図（１）

管理棟  １階補強詳細図（2）

管理棟  １階補強詳細図（3）

管理棟  １階補強詳細図（4）

管理棟  ２階補強詳細図（１）



縮　尺 縮　尺

ＡM - 01 NONE AE - 01 NONE

ＡM - 02 NONE AE - 02 1/50

ＡM - 03 NONE AE - 03 1/50

ＡM - 04 1/ 50 AE - 04 1/100

ＡM - 05 1/ 50

機械設備特記仕様書１ 電気設備工事特記仕様書

機械設備特記仕様書２ 管理棟 電気設備　1階平面図（改修後）

機械設備特記仕様書３ 管理棟 電気設備 1階平面図（改修前）

冷暖房設備　管理棟１階平面図 ポンプ室・オキシデーションディッチ1系　電気設備図（改修前後）

図　　面　　目　　録　（建築機械・建築電気）

番　　号 図　　　面　　　名　　　称 番　　号 図　　　面　　　名　　　称

換気設備　管理棟２階平面図



縮　尺 縮　尺

PM - 01 水処理設備フローシート（更新） NONE PE - 01 1/50

PM - 02 オキシデーションディッチ　平面図（更新） 1：50 PE - 02 1/100

PM - 03 オキシデーションディッチ　断面図（更新） 1：50 PE - 03 1/100

PM - 04 最終沈殿池　平面図（更新） 1：50 PE - 04 1/100

PM - 05 最終沈殿池　断面図（更新） 1：50 PE - 05 1/100

PM - 06 水処理設備フローシート（撤去） NONE PE - 06 NONE

PM - 07 オキシデーションディッチ　平面図（撤去） 1：50

PM - 08 オキシデーションディッチ　断面図（撤去） 1：50

PM - 09 最終沈殿池　平面図（撤去） 1：50

PM - 10 最終沈殿池　断面図（撤去） 1：50

番　　号 図　　　面　　　名　　　称 番　　号 図　　　面　　　名　　　称

図　　面　　目　　録　（機械設備・電気設備）

最終沈殿池棟地下1階・1階平面配線図（撤去）

オキシデーションディッチ棟地下1階・1階平面配線図（撤去）

配線表（更新・撤去）

管理棟1階・2階平面配線図（更新・撤去）

最終沈殿池棟地下1階・1階平面配線図（更新）

オキシデーションディッチ棟地下1階・1階平面配線図（更新）





























水抜きパイプ（SUS製）φ20×2箇所













※本図面は（一社）全国上下水道コンサルタント協会が著作権を有するものである。

   使用にあたっては、上記協会への使用願いの提出と、配布番号の記載が必要である。

   枠外右下の【協会員番号】と【配布番号】の記載が無い図面は無効とする。

２．１　記号及び符号 ５．１　かぶり厚さ

５．２　最小かぶり厚さ

２．２　一般注意事項

５．３　鉄筋相互のあき及び間隔

５　　鉄筋のかぶり及び間隔

構 造 細 目 共 通 図（建築構造物）

＜ 令和４年版 ＞

２　　共通事項 ３　　鉄筋の折曲げ加工

１．１　適用範囲

１　　特記事項

１．２　鉄筋の仕様

１．３　コンクリートの仕様　 ４．１　フックを設ける位置

４　　異形鉄筋の末端部

１．４　砕石及び捨てコンクリート

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3

S-01

-

構造細目共通図（建築構造物）（1）

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

異形鉄筋

d

4d以上

D

柱、梁の主筋

90°

135°

幅止め筋

4
d
以

上

d

D

d D

4d
以
上

8
d
以

上D

d

d

D

6d
以
上

杭基礎のベース筋

D16以上の鉄筋

D13以下の鉄筋

あばら筋、帯筋、

スパイラル筋

T形及びL形の梁の

あばら筋

（注）Ｄ：鉄筋の最外径

間隔

ａ
あきＤ Ｄ 　　  ｄ：鉄筋直径（呼び名）

柱 壁

壁平 面

かぶり厚さ

柱

a  部

かぶり厚さ

a
かぶり厚さ

帯筋

かぶり厚さ

あばら筋

かぶり厚さ

a
かぶり厚さ

かぶり厚さ

かぶり厚さ

基礎

かぶり厚さ

梁

躯体面

増打

かぶり厚さ

かぶり厚さ

増打

かぶり厚さ

躯
体

面

シーリング

打継ぎ

（１）設計図は監督職員の承諾を得なければ変更してはならない。

２．２表　一般凡例

２．１表　鉄筋の断面表示　

設計図中で使用する記号及び符号は、２．１表及び２．２表を標準とする。

鉄筋の折曲げ加工は、３．１表を標準とする。

３．１表　鉄筋の折曲げ形状及び寸法（末端部）

５．１表　鉄筋の最小かぶり厚さ(mm)

鉄筋相互のあきは、下記の最大値のもの以上とする。ただし、機械式継手及び溶接継手

５．２図　鉄筋相互のあき及び間隔

（１）本構造細目共通図は下水道施設における処理場、ポンプ場の建築構造物に適用する。

（３）項目は、・ 印のついたものを適用する。・ 印のない場合は、※ 印のあるものを

（２）図面及び構造細目共通図に記載されていない事項は、下記に基づくものとし、

　　 これらに相違がある場合は監督職員に確認し指示を受ける。

　　 適用する。・ 印と ※ 印のある場合は、共に適用する。

　　 変更の必要を生じた場合は、監督職員と協議すること。

（１）Ｄは、折曲げ内法直径を示す。

（２）ｄは、鉄筋直径（呼び名）を示す。

（１）床版、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨てコンクリート

　　 の厚さを含まない。

（３）溶接金網にも適用する。

の場合のあきは図面による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

国土交通省大臣官房官庁営繕部

内  容 ※印の説明及び注意事項

F※

CG※

CB※

CB※

(※)

STP

HOOP

幅止筋

組立筋

フーチング断面種別 ※ 番号

柱断面種別

大梁断面種別

片持大梁断面種別

小梁断面種別

片持小梁断面種別

壁配筋種別

床版配筋種別

階段の配筋種別

※ 壁厚(cm)

※ 番号、階別区分はしない

※ 番号、階別区分はしない

あばら筋、スターラップ

帯筋、帯鉄筋、フープ

スパイラル筋、らせん筋

幅止め筋

組立て筋

床用積載荷重 積載荷重の値

梁、基礎梁、小梁

柱

柱

柱、梁、壁

床版、底版

打ち増し範囲

コンクリートブロック壁

梁・床版の上がり下がり
応じた凡例により表示

※2 その階の番号

※1 階数

※1 階数,地中大梁はFとする

※2 その階の番号

    X方向1,2,3‐‐‐‐

    Y方向A,B,C‐‐‐‐

※1 地中小梁のみFとする。

※2 階別区分はしない

    地中小梁を除く

※1

※2

※1 片持床版のみCとする

※2 床版厚(cm)

※3

※1

※2

(kN/m  )

(注)1.片持スラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを

     用いる場合は、余長を4d以上とする。

   2.90°未満の折曲げの内法直径は図面による。

構造部分の種別

塩害区分

床、耐力壁以外の壁

柱、梁、耐力壁

底版

柱、梁、床、壁

底版、基礎

一  般

煙突等高熱を受ける部分 60

60

40

40

40

30 40

50

50

50

70

70

一般には基準FLよりの+、-に

E:耐震壁,K:階段壁

D:土圧、水圧を受ける壁

壁厚(cm)

階別区分はしない

配筋種別(英大文字)

階別区分はしない

A:片持床版形

B:二辺固定床版形

配筋種別(数字)

階別区分はしない

※ 通常の施工の場合

記 号
・ 

符 号

土、水に
接する部分

・ 塩害対策を
 必要とする場合

※1C※2

※1G※2

※1B※2

※1W※2

※1S※2※3

※1K※2

S.HOOP

(別紙による。)

(令和 4 年版)

(令和   年版)

(別紙による。)

(令和 4 年版)

径 D10 D13 D16 D19 D32D29D25D22

記 号

折 曲 げ 図

折曲げ内法直径(D)

使 用 箇 所

~D38

D19

曲げ角度 SD295 SD345

D16 以下

180°

135°

4d以上3d以上

3d以上 4d以上

4d以上3d以上

4d以上3d以上
135°

90°

90°

最小かぶり厚さは、５．１表による。

かぶり厚さとは、一番外側の鉄筋(幅止め筋、組立筋を除く)の外面から躯体面

までの距離(5.1図)をいう。

鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上を確保し、最小かぶり厚さに許容

施工誤差10mmを加えた厚さ以内に納めるものとする。

（２）柱及び梁の主筋にＤ２９以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを径の１．５倍以上

　　 として最小かぶり厚さを定める。

1:打継目地部分は目地底より最小かぶり厚さを確保する。

2:杭基礎の場合の最小かぶり厚さは、杭天端からとし、「21 杭基礎の補強」を参照。

3:仕上なしの場合を標準とする。

（３）隣り合う鉄筋の平均径（呼び名の数値）の1.5倍

（１）粗骨材の最大寸法の1.25倍

（２）最小のあき25mm

2

1)建築工事特記仕様書

3)建築工事一般仕様書

4)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2)建築改修工事特記仕様書

5)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

鉄筋の種類及び継手は、別紙建築工事特記仕様書又は建築改修工事特記仕様書による。　

１．１表　鉄筋の種類及び継手

径

※D19以上、D29以下
ガス圧接

鉄筋の種類

鉄筋の継手

種 別

SD 295

SD 345

重ね継手

機械式継手

下記以外

※D19以上

※D16以下

※図示による。

  の柱、梁主筋

異形鉄筋の末端部には、４．１表によりフックを設ける。

４．１表　フックを設ける位置

４．１図　異形鉄筋の末端部

部  位

四隅の主筋

上下階の柱

断面が異な

る場合

柱

あばら筋

(STP)
梁

杭 独立フーチ

ング基礎の

底盤筋

基

礎

煙突の鉄筋

幅止め筋

2)継手部

1)末端部

2)継手部

1)末端部

2)継手部

1)末端部

2)継手部

1)末端部

重ね継手

継手方式

圧接継手

1)最上階の柱頭部

1)下階の柱主筋を

  引き通すことが

  できない柱頭部

1)末端部

1)末端部

1)末端部

1)末端部

備 考

4.1図の  印

4.1図の  印

8.2図参照

3.1表参照

場合を含む

壁の一部となる

8.1図参照

9.1図参照

11.1図参照

20.1図参照

帯筋(HOOP)

5.1図 鉄筋のかぶり厚さ

５．２表　鉄筋径と鉄筋間隔の関係一覧

鉄筋径 最外径

D

鉄筋径(mm) 鉄筋相互のあき:a
最小鉄筋芯間隔

a+D
鉄筋径×1.5

(3)(2)

最小あき粗骨材径×1.25

(1)

d

D10

D13

D16

D19

D22

D25

D29

11

14

18

21

25

28

33

15mm

20mm

24mm

29mm

33mm

38mm

44mm

43mm

46mm

50mm

53mm

58mm

66mm

77mm

25mm

32mm

粗骨材

最大径

25mm

の場合

コンクリートの仕様は、別紙建築工事特記仕様書又は建築改修工事特記仕様書による。　

１．２表　コンクリートの仕様

砕石及び捨てコンクリートの厚さは、特記がなければ１．３表による。　

１．３表　砕石及び捨てコンクリートの仕様

厚さ(mm)

※ 60

設計基準

※15

※18

※18

 (N/mm  )

強    度
スランプ

(cm)

※15

※普通ポルトランドセメント

※ 普通ポルトランドセメント

※普通ポルトランドセメント

セメントの種類

※ 50

2

種  別

砂利または砕石

注1:無筋コンクリートには捨てコンクリートを含む。

地上

分 類 コンクリート種別

※普通コンクリート

無筋コンクリート

※普通コンクリート

※普通コンクリート

鉄筋
コンクリート

地下
基礎、基礎梁

捨てコンクリート

※24
(既存：※21)

※24
(既存：※21)



８．１　一般事項

９．１　帯筋の形状

６　鉄筋の継手及び定着

７　（欠番）

８　柱筋の継手及び定着

９　帯筋

９．２　帯筋の割付け

６．１　継手及び定着

６．２　隣り合う継手の位置及び定着

L

L 1h

定着起点

フックなし 梁主筋の柱内曲げ定着

余長

L  (ただし、柱せいの3/4倍以上)

全長

定着起点

2h

b

全長

余長
L

(イ)直線定着

フックあり 小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着

(ロ)折曲げ定着

≧6d

d

d

≧6d ≧6d

d

50d

5
0
d

d

≧6d

(重ね継手)

中 間 部

(柱頭又は柱脚部)

末 端 部

継手 定着

h

≦
3
/
4
・

h

0

0
≦

3
/
4
・

h
0

h
0

h
0

L
 
 
以

上
2

かぶり厚さ

h
 
 
/
2
+
1
5
d

0

※

L
2

か
つ

1
5
d

L
2

か
つ

1
5
d

h
 
 
/
2
+
1
5
d

※

0

≧150mm≧150mm

L
2

D

直交梁位置

a

6D
≦ 1a 1

6
≦

a

D
L
 
 
以

上
2

a

b

か
つ

1
5
d

D

差し筋 差し筋

a

b

D
か

つ
1
5
d

L
 
 
以

上
2

6

1a

D
>

a:上下の柱幅の差(a≦150)

b:かぶり厚さ

D:梁のせい

0.2%以上、

0.2%以上、

0.2%以上、

かつ1.5P

かつ1.5P

かつ1.5P

一般の場合

帯筋

2 @P

1P @

≧6d

≧6d

(ロ)(イ)

P
@
 
P
@

P
@
 
P
@

(イ)

・SP形(スパイラル筋)

(ロ) (ハ)

L

・W-Ⅰ形(溶接を行う)

L L

≧6d

・丸形

≧40d

(イ)

L

(ロ)

(ニ)(ハ)(ロ)(イ)

≧6d

d

≧8d

・H形

が多い場合

柱頭の鉄筋

が多い場合

上階の鉄筋

が多い場合

下階の鉄筋

が多い場合

柱脚の鉄筋

重ねる。

上下の柱断面寸法が異なる場合、

帯筋は、一般の帯筋より1サイズ

太い鉄筋または同径のものを2本

梁面より割付ける。

5
0
0
以

上
か

つ
1
5
0
0
以

下
5
0
0
以

上
か

つ
1
5
0
0
以

下

L  (ただし、梁幅の1/2倍以上)b

1.5巻以上

の添巻

L  、L   又は L1    2      　3

a

L

L   、L   又は L3h1h

1

2 @

@
以下

以下

以下

@1

L 1h

L 1h

a a L 1hL 1h

a=0.5L a≧0.5L1h 1h

L 1

L 1

a a L 1L 1

a≧0.5L 1a=0.5L 1

a≧400mm

a

鉄筋

L 3 L 1

鉄筋

L 2 L 1

定着(スラブの場合) 定着(壁の場合)重ね継手

継手の重ね長さ

一節半以上かつ

150mm以上

定着の長さ

一節半以上かつ

150mm以上

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 -

構造細目共通図（建築構造物）（2）

S-02

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

     での折曲げは行わない。

   5.フックあり定着の場合は、6.2図(イ)に示すようにフック部分bを含まない。また、中間部

SD345

SD295

20d

25d

25d

30d

35d 30d

35d40d

30

24,27
20d

30d

30d35d

35d

20d

20d25d

25d

―10d
30

24,27

150mm

以上

かつ

10d

スラブ小梁

フックなし フックあり

スラブ小梁

設計基準強度

コンクリートの

種 類

鉄筋の

        なお、片持小梁及び片持スラブの場合は、20d及び10dを25d以上とする。

   3.L  :小梁及びスラブの下端の直線定着の長さ(基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く)

   4.L   :小梁の下端筋のフックあり定着の長さ

(注)1.L  、L   :2.以外の直線定着の長さ及びフックありの長さ

   2.L  、L   :割裂破壊の恐れのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

30d

25d35d

40d

30

24,27
SD345

SD295
30 35d 25d

25d35d24,27

(フックあり)(フックなし)
設計基準強度

コンクリートの

種 類

鉄筋の

Fc (N/mm  )

L

(注)1.L  、L   :フックなし重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ

2

1

1

2

3

3h

   2.フックありの場合のL   は、6.1図に示すようにフック部分Lを含まない。

L1h

Fc (N/mm  ) L1 L2
L3

L1h L2h
L3h

1h

2h

1 1h

1h

2

SD295

SD345
20d24,27

30

15d15d24,27

30

設計基準強度

コンクリートの

種 類

鉄筋の

(注)1.L  :梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ(基礎梁、片持ちスラブを含む。)

15d

15d

15d

15d

15d

Fc (N/mm  )

L a L b
2

a

   2.L  :小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ

         (片持ち小梁及び片持ちスラブを除く。)

b

フックなしの場合

フック有りの場合

接

重

ね

継

手

圧

継

手

柱幅(mm)

≦1200

≦1100

≦1000

≦900

≦800

≦700

≦500

≦600

D13 @100

D13 @125

パネルゾーン

※1.5P  、1.5P  のピッチは150mm以下とする。

D10 @125

D10 @100

D10 @100

D13 @150

D13 @125

D13 @100

1 2

６．２図　定着の方法

６．２表　鉄筋の定着の長さ

８．２図　上下の柱断面が異なる柱主筋の折曲げ及び定着

（３）スパイラル筋の継手及び定着

６．４図　スパイラル筋の継手及び定着要領

（注）１．Ｌ  、Ｌ  は、６．３表の鉄筋の投影定着長さを示し、下記条件を満たすものとする。

６．１．１　鉄筋の重ね継手

６．１．２　継手の特記事項

６．１．３　鉄筋の定着

６．１．４　定着の方法

８．１図　柱主筋の継手、定着及び余長

（１）継手長さはＬ  とし、定着及び余長は、８．１図による。

９．１図　帯筋組立の形

（１）帯筋の形状は、９．１図とし、種別は図面による。図面になければ下記による。

（１）フック及び継手の位置は交互とする。

９．２図　帯筋の割付け

６．１図

６．１表　鉄筋の重ね継手の長さ

（１）鉄筋の重ね継手の長さは、６．１表による。

（２）径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。

（３）主筋及び耐震壁の鉄筋の重ね継手の長さは４０ｄとする。ただし、ＳＤ３９０、ＳＤ４９０

　　　を使用する場合は特記による。

（１） 継手は、極力応力の小さい位置に設ける。

（１） 鉄筋の定着の長さは、６．２表による。

定着の方法は６．２図による。

なお、(ロ)折曲げ定着の梁主筋の柱内折曲げ定着において、仕口内に縦に折曲げて定着する

鉄筋の定着長さＬが、６．２表のフックあり定着の長さを確保できない場合は、全長を６．２表に

示すフックなし定着長さとし、かつ、余長を８ｄ、仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さを

６．３表に示す長さをのみ込ませる。

　　　・梁主筋の柱内定着においては、原則として柱せいの３/４倍以上

　　　・小梁主筋の大梁内定着においては、原則として大梁幅の１/２倍以上

　　　・スラブの梁内定着においては、原則として梁幅の１/２倍以上

（２）柱頭定着長さＬ  が確保出来ない場合は、図面による。

（３）上下の柱断面が異なる場合の柱主筋の折曲げ及び定着は、８．２図による。

（４）柱の継手及び圧接中心位置は、梁上端から５００ｍｍ以上、１５００ｍｍ以下かつ

　　 ３/４h  （h  は柱の内法高さ）以下とする。

（5）※鉄筋のカットオフの位置及び長さは図面による。

　　（ａ）Ｈ形を標準とする。

　　（ｂ）Ｈ形の１３５゜曲げのフックが困難な場合は、Ｗ－Ⅰ形とする。

　　（ｃ）溶接する場合の溶接長さＬは、両面フレア溶接の場合は５ｄ以上、片面フレア溶接

　　　　 の場合は１０ｄ以上とし、組立前に行う。

　　（ｄ）ＳＰ形において、柱頭及び柱脚の端部は、１．５巻以上の添巻きを行う。

（２）帯筋の割付けは、９．２図による。ただし、図面にある場合はそれによる。

（３）柱、梁の交差部（パネルゾーン）の帯筋のせん断補強比は、０．２％以上を確保し、

　　　補強筋間隔 ≦ １．５Ｐとする。

a b

2

1

0 0

６．３表　鉄筋の投影定着長さ

６．３図　溶接金網の継手及び定着要領

（２）溶接金網の継手及び定着は、６．３図による。

６．４表　隣り合う継手の位置

（１）隣り合う継ぎ手の位置は、６．４表により、ａ寸法を守ること。ただし、壁の場合及び

　　 スラブ筋でＤ１６以下の場合を除く。

柱、梁の交差部の配筋例（０．２％確保）



１２　基礎梁及び底版の継手及び定着１１　梁のあばら筋、腹筋及び幅止め筋１０　大梁筋の継手及び定着

１０．１　大梁（基礎梁以外の大梁に限る）主筋の継手、定着及び余長

１１．２　あばら筋組立の形及びフックの位置

１１．１　一般事項

１０．３　ハンチのある場合

１０．４　水平段差のある場合

１１．３　あばら筋の割付け

１２．１　基礎梁主筋の継手、定着及び余長

１０．２　ハンチのない場合

１０．５　鉛直段差（ｅ）のある場合

１１．４　腹筋及び幅止め筋
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ガス圧接を例として示す

ガス圧接を例として示す

梁梁

柱
梁

柱

梁

太い鉄筋又は同径のものを2本重ねたものとする。

吊上げ筋は、一般のあばら筋より1サイズ

柱

梁 梁

二段筋

二段筋

柱

梁

梁 梁

柱 柱

梁

柱

梁

柱

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

幅止め筋

腹筋

　　 腹筋及び幅止め筋は、図面による。
１０．８図　鉛直段差梁（その２）

１２．３図　主筋の継手、定着及び余長（その２）

１２．２図　主筋の継手、定着及び余長（その１）

（３）連続基礎及びべた基礎の基礎梁（基礎梁の下方より地反力（杭反力）を

水平段差のある場合

大梁主筋の継手及び定着の一般事項

（２）独立基礎で基礎梁(スラブなどの上載荷重を受ける場合）の主筋の継手、

１２．１図　梁筋の基礎梁内への定着

（１）一般事項

１１．１図　あばら筋組立の形及びフックの位置

（１）腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、１５０mm程度とする。

ａ．梁主筋は、原則として、柱をまたいで引き通すものとし、引き通すこと

　　が出来ない場合は、ｂ．により柱内に定着することができる。

　　ただし、やむ得ず梁内に定着する場合は、１０．１図による。

（１）最上階の場合

（２）壁梁の場合、腹筋の定着長さ及び継手長さは、Ｌ  とする。

（３）土圧、水圧を受ける梁は、図面による。

（４）幅止め筋及び受け用幅止め筋は、Ｄ１０－１０００mmピッチ程度とする。

（１）形は、１１．１図（イ）を標準とする。

　　 ただし、（イ）によることが出来ない場合は、下記の方法によることが出来る。

　　　ａ．床版が片側に付く場合は、（ロ）又は（ハ）

　　　ｂ．床版が両側に付く場合は、（ロ）～（ニ）

（２）フックの位置

　　　ａ．（イ）の場合は交互とする。

　　　ｂ．（ロ）の場合　床版が片側に付く場合は床版の付く側。床板が両側に付く場合は交互。

　　　ｃ．（ハ）の場合は床版の付く側を９０゜折曲げ、８ｄ確保する。

　　　ｄ．（ホ）（ヘ）の場合は梁の上下にスラブが付く場合でかつ、梁せいが１．５m

　　　　　以上の場合に適用する事ができる。（基礎梁）

（１）間隔が一様でハンチのない場合

　　（ａ）梁筋は、連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし、

　　　　 鉄筋の本数が異なる場合は柱内に定着する。やむを得ず梁内に定着する場合は、

　　　　 １２．１図による。

　　（ｂ）梁筋を柱内に定着する場合は１０．１（１）ｂによる。

　　 定着及び余長

　　 受ける場合）の主筋の継手、定着及び余長

2

１０．１図　梁主筋の梁内定着

ｂ．梁主筋を、柱内に折曲げて定着する場合は次による。

　　なお、定着の方法は、６．１．４による。

　　　　　　　　　上端筋：曲げ下ろす。

　　　　　　　　　下端筋：原則として曲げ上げる。

ｃ．段違い梁は１０．２図による。

１０．２図　段違い梁

一般階

最上階

上端筋

下端筋

１０．３図　大梁の重ね継手、定着及び余長

（２）一般階の場合

１０．５図　ハンチのある大梁の定着及び余長（一般階）

１０．４図　ハンチのある大梁の定着及び余長（最上階）

平面

断面

１０．６図　大梁の定着及び余長（水平段差のある場合）

（１）ｅ/Ｄ≦１/６の場合

１０．７図　鉛直段差梁（その１）

（２）ｅ/Ｄ＞１/６の場合

最上階一般階

１１．２図　あばら筋の割付け（その１）

（２）間隔が一様でハンチのある場合

１１．３図　あばら筋の割付け（その２）

（３）梁の端部で間隔の異なる場合

１１．４図　あばら筋の割付け（その３）

１１．５図　腹筋及び幅止め筋

1200≦Ｄ≦1500900≦Ｄ＜1200600≦Ｄ＜900

（１）一般の梁

　　 ａ） 腹筋及び幅止め筋

（２）特殊な梁

CL CL

CL CL

CL CL

CL CL

CL CL

LC CL

CL CL

CL CL

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 -

構造細目共通図（建築構造物）（3）

S-03

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

　　　※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　２．　　　　　　　 印は、継手及び余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、１０．１による。

　　　※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　２．　　　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、１０．１による。

は継手を設けてもよい位置を示す

は継手を設けてもよい位置を示す

　　　４．基礎梁内の主筋カットオフ位置及び余長は図面による。

　　　４．基礎梁内の主筋カットオフ位置及び余長は図面による。

ＣＬ：柱芯

　　  ５．梁筋カットオフ位置及び余長は図面による。

　　　４．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　３．　　　　　　　　印は、継手及び余長を示す。

　　　２．４．異形鉄筋の末端部で定めた鉄筋には、フックを付ける。

　　　　　　　　　下端筋：柱面より梁せい（Ｄ）以上離し、Ｌ /４を加えた範囲以内

　　　　　　　　　上端筋：中央Ｌ /２以内

（注）１．継手中心位置は次による。

　　　※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

0

0

　　 ５．梁筋カットオフ位置及び余長は図面による。

　　 ４．破線は、梁内定着の場合を示す。

　　 ３．梁内定着の端部下端筋が接近するときは、　　　　　　のように引き通すことができる。

　　 ２．　　　　    　印は、継手及び余長を示す。

(注)１．４．異形鉄筋の末端部で定めた鉄筋には、フックを付ける。

　　 ※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

　　数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の

※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

定着の長さは、１０．３図に準ずる

　　数値かつ柱せいの３/４倍以上とする。

※ Ｌaの数値は、原則として、６．３表の

　　　２．図中のＰ＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割付ける。

　　　２．図中のＰ＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

（注）１．あばら筋は、柱面の位置及びハンチに切り替わる位置から割付ける。

　　　２．図中のＰ＠、Ｐ'＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割付ける。
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１３　　小梁及び片持梁の配筋要領

１３．１　一般事項

１３．２　小　梁

１３．３　片持梁筋の定着

１４．３　壁開口部の補強

１４．５　壁の打増し要領

１４．４　壁の交差部及び端部

１２．４　梁形を設けない場合の基礎底版（オイルタンク等）

１４　　壁の配筋要領

１４．２　耐震壁の開口

１４．１　一般事項

下端筋上端筋

片持梁

先端小梁

片持梁筋片持梁筋

折下げ 折下げ

(頭つなぎ梁)

先端小梁

片持梁

1-D※ 1-D※

1-D※

端部

1-D※

1-D※ 1-D※

2-D※

2-D※

U型鉄筋

2-D※1-D※ 4-D※2-D※

打増し部

横筋はD10とし、間隔は壁横筋と同じ
縦筋はD10とし、間隔は200mm

1-D※

柱

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

D※-@200以内

(※:鉄筋径は、図面による)

壁

組立筋

D※-@200以内

(※:鉄筋径は、図面による)

壁

配筋を曲げ通し筋とする。

鉄筋と鉄骨のあきは5.3による。

柱

梁

主筋位置

床版

梁

壁

柱

主筋位置

梁

主筋位置

主筋位置

断面

柱

梁

端部 端部

外端 連続端 連続端

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図
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構造細目共通図（建築構造物）（4）
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沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

(1)図面にない事項は大梁、梁のあばら筋、及び基礎梁の項に準ずる。

(2)      印は、継手及び余長を示す。

(1)壁開口部の補強は、図面による。補強筋の長さ及び位置は、14.3図を標準とする。

(2)開口部は柱及び梁に接する部分又は鉄筋を緩やかに曲げることにより、

   開口部を避けて配筋出来る場合は、補強筋を省略することができる。

14.5図 壁の打増し補強配筋

(2)先端に小梁がある場合

   a.上端筋は、先端小梁内に斜めに定着する。

   c.先端小梁の連続端は、片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

   b.先端小梁終端部の主筋は、片持梁内に水平定着する。

13.4図 片持梁主筋の定着

(1)連続小梁の場合

13.2図 小梁主筋の継手、定着及び余長(その2)

13.3図 片持梁主筋の定着及び余長(先端に小梁のない場合)

(1)先端に小梁のない場合

  a.先端の折曲げの長さbは、梁せいよりかぶり厚さを除いた長さとする。

  b.梁筋を引き通さない場合は、取り合い部材に定着する。ただし、柱に取り合う場合は、

     全数を引き通すことができる場合でも、上端筋は、2本以上を柱に定着する。

打増し補強筋は、14.5図による。

打増し厚さのaが50mm以上、200mm以下に適用する。

200mmを越える場合は、特記による。

コンセントボックス等を壁に埋め込む場合の補強は、特記によるほか、配管等での壁の

14.4図 壁の交差部及び端部の配筋

※壁構造の場合は、「壁構造配筋指針・同解説」(日本建築学会)に基づき図面

13.1図 小梁主筋の継手、定着及び余長(その1)

(2)単独小梁の場合

  による。

   ※ L  の数値は、原則として、6.3表の数値かつ梁幅の1/2倍以上とする。

小梁が連続する場合 小梁の終端部

小梁外端部 小梁連続端部

交差部

内壁の端部 外壁の端部

   ※ L  の数値は、原則として、6.3表の数値かつ梁幅の1/2倍以上とする。

※ L  をフックなしで定着
  させる場合は25dとする。

3h

一般階

b

   3.図示のない事項は、10.1及び12.1に準ずる。

   2.梁内の定着筋において梁せいが小さく垂直で余長がとれない場合、斜めにしてもよい。

a.交差部補強筋D※はD13以上、かつ壁主筋と同径とする。

壁の交差部及び端部の交差部は、14.4図による。

b.壁の端部にU型鉄筋を使用する場合の径及び間隔は、壁筋と同径及び同間隔とする。

b

(注)1.    　　  印は、継手及び余長を示す。

(a)交差部のスターラップを設ける場合は、図面による。

(4)柱幅<梁幅の場合

   ※ Laの数値は、原則として、6.3表の数値かつ柱せいの3/4倍以上とする。

12.4図 主筋の継手、定着及び余長(その3)

(1)定着の取り方は、壁の面からとする。

(2)途中で配筋が変わる場合の定着は、12.2図のように

   基礎底版筋を梁筋と読みかえる。

   ※ Laの数値は、原則として、柱せいの3/4倍以上とする。

(3)鉄骨造のBOX柱等が埋め込まれる場合の端部と中央部の断面の異なる場合

12.6図 主筋の継手、定着及び余長(その5)

12.5図 主筋の継手、定着及び余長(その4)

(3)打増し部分に、壁及びスラブ等が取りつく場合は、壁及びスラブ筋等の定着長

(1)一般壁配筋の重ね継手の長さはL  とし、耐震壁の鉄筋の重ね継手の長さは

(注)図中のP@は、図面の壁筋の間隔を示す

(2)幅止め筋は、縦、横ともD10-@1000を標準とする。

14.1図 壁の配筋

   構造計算によって確認すること。

(1)耐震壁等の開口は、図面以外は設けてはならない。

(2)やむを得ず開口をあける場合は、H19国土交通省告示593号の規定を満足することを

     40dとする。ただし、SD390,SD490を使用する場合は特記による。

   さには打増し部分は含まない。

(4)土圧及び水圧などを受ける壁の配筋は、図面による。

1

2     また、定着の長さは、L　とし、鉄筋の継手位置は、柱・梁部以外とする。

14.3図 壁開口部の補強の定着長さ

※:鉄筋径及び本数は、図面による
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１６　　柱及び梁の増し打ち要領 １８　　階段の配筋要領１５　　床の配筋要領 １５．３　片持ちスラブ出隅部の補強配筋

１５．１　一般事項

１５．２　片持スラブ

１６．１　柱 １８．１  階段の配筋要領

１５．４　地上部最上階の屋根床版 １６．２　梁

１５．５　段差床版の補強

１５．６　床版開口部の補強

受け筋
D13(L≦1000)

D16(L>1000)

配力筋
主筋

先端部補強筋

2-D13

受け筋D13

配力筋

主筋

先端部補強筋

2-D13

間隔に合わせる

先端壁の縦筋の径及び

2-D13

2-D13

出隅部

一般スラブ配力筋

出隅部分の補強筋 出隅受け部分

出隅部分の補強筋

CL

受け筋(D13)

受け筋(D13)

受け筋(D13)

受け筋(D13)

(D13)
受け筋

主筋

※1 ※1

D16-300@以内

主筋

D16-300@以内

PH・吹抜け等

φ6@100(1500角)溶接金網

6-D※
4-D※

H≦70 70＜H≦150

※

1

主筋

D16-300@以内

※1

主筋

主筋

D16-300@以内

※1

主筋
D16-300@以内

※1

※1

主筋
D16-300@以内

あばら筋と同径・同材質・同ピッチ 補強筋:D16

梁のあばら筋

あばら筋と同径・同材質・同ピッチ 補強筋:

梁のあばら筋

D16

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図
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構造細目共通図（建築構造物）（5）

S-05

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

(1)出隅部の補強筋は図面により、配筋方法は、15.6図による。

(2)先端に小梁がなく壁が取り付く場合

(1)片持スラブの配筋

15.4図 片持スラブの配筋

15.5図 先端に壁が付く場合の配筋

15.6図 片持スラブ出隅部の補強配筋

(1)増し打ちコンクリートの補強は、16.1図による。

18.1図 片持スラブ形階段配筋の定着

(2)階段主筋は、壁の中心線を越えてから縦に曲げ下ろす。

(1)壁配筋は、図面による。(1)鉄筋の継手長さは、L  とする。

(2)定着長さ及び受け筋は、15.1図による。ただし、引き通すことができない場合は、

   15.2図、15.3図により梁内に定着する。

(3)基礎梁と床版を一体打ちとしないで、打ち継ぎを設ける場合の補強は図面による。

(2)出隅受け部分(図のハッチ部分)の配筋は、図面による。

15.3図 スラブ筋の定着長さ及び受け筋(その3)

15.1図 15.2図

スラブ筋の定着長さ及び受け筋(その1) スラブ筋の定着長さ及び受け筋(その2)

2.柱又は梁にL  を定着する
(注)b  ≧b  とする1

垂れ壁のない場合 垂れ壁のある場合

※先端の折り曲げ長さbは、スラブ厚さ

  よりかぶり厚さを除いた長さとする。

   ※ L  の数値は、原則として、6.3表の数値かつ梁幅の1/2倍以上とする。

※ L  の数値は、原則として、6.3表

の数値かつ梁幅の1/2倍以上とする。

出隅部分の一般スラブ配力筋補強配筋 出隅部分の主筋補強配筋
LC :壁芯

(注)1.b ≧b とする1

1

b

b

2 2
1

ただし、a＜70mmの場合、補強は行わない。200㎜＜aの場合は、図面による。

※1.帯筋と同径・同材質・同ピッチとする。

70≦a≦200 70≦a  、a  ≦2001 2

16.1図 柱の増し打ち補強配筋

(2)増し打ち部分での鉄筋は、定着長さとして認めない。ただし、躯体と一体打ちの場合は除く。

(4)増し打ち部分主筋の定着,重ね長さは、柱の主筋による。

(3)増し打ち部分の帯筋の定着長さは、L  以上とする。2

(1)出隅及び入隅部分には、15.7図により、補強筋(溶接金網)を上端筋の下側に配筋する。

(2)陸屋根、勾配屋根共通とする。

(1)増し打ちコンクリートの補強は、16.2図による。

a＜70mmの場合、補強は行わない。200㎜＜aの場合は、図面による。

15.7図 出隅及び入隅部分の補強配筋

小梁を設ける事を原則とする。

同一床版に段差がある場合、15.8図の補強を行う。ただし、H＞150の場合は、

15.8図 段差のある床版の補強配筋

D※:鉄筋径は、図面による。

(1)開口の最大径≦700の場合は、開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、

   隅角部には、斜め方向に主筋径以上の鉄筋2本を上下筋の内側に配筋する。(15.9図)

   開口の最大径＞700の場合は図面による。

15.9図 床版開口部の補強配筋

n 

(    /2)本

※:鉄筋径は、図面による

本

本

(    /2)本

2

n 

n 

n 

1

2

(2)床版開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより、開口部を

   避けて配筋できる場合は、補強筋を省略することができる。

70≦a≦20070≦a≦200

16.2図 梁の増し打ち補強配筋

※1.あばら筋と同径・同材質・同ピッチとする。

70≦a≦200 70≦a  、a  ≦2001 2

(2)増し打ち部分での鉄筋は、定着長さとして認めない。ただし、躯体と一体打ちの場合は除く。

(4)増し打ち部分の主筋の定着、重ね長さは、梁の主筋による。

(5)梁の上下の増し打ちが途中で終わる場合

16.3図 梁の上下の増し打ち配筋補強(途中で終わる場合)

(6)梁の側面の増し打ちが途中で終わる場合

(3)増し打ち部分のあばら筋の定着長さは、L  以上とする。2

16.4図 梁の側面の増し打ち補強配筋(途中で終わる場合)
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２１　　杭基礎の補強

１９　　勾配屋根の取り合い

２０　　基礎及び基礎梁の配筋

２１．２　基礎接合部の補強

１９．１　斜め柱・斜め梁の取り合い

１９．２　梁と床版の取り合い

１９．３　円柱の取り合い

２０．２　基礎接合部の補強配筋

２１．１　杭基礎の配筋

２０．１　直接基礎の配筋

※
※

※
※

※
※

3-D19

※

※
大梁

小梁

小梁

大梁

(図面による)

フーチング 基礎梁

梁

梁

梁

梁
隅鉄筋D16

増し打ち補強筋 D:梁せい

基礎梁あばら筋

と同径・同間隔

3-D16

3-D16

梁幅 梁幅

底版補強筋

D13ー@200縦横

基礎筋

杭径

杭径

中詰めコンクリート

D13@200
HOOP

D13ー300@縦横

基礎筋

基礎筋

基礎筋

はかま筋

はかま筋

A

基礎筋 はかま筋

A部詳細

基礎梁主筋

基礎梁あばら筋

腹筋とかねてよい

はかま筋

連続基礎配力筋

連続基礎主筋
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沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

(1)※印の鉄筋は、同径以上とし、かつダブル巻きとする。

19.1図 斜め柱・斜め梁の取り合い配筋

19.2図 梁と床版の取り合い配筋

(2)1.5Dの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、またはダブル巻きとし@100以下とする。

(3)柱の取合い部における斜め梁のせん断補強筋中心間隔は、当該梁部材のせん断

   補強筋中心間隔p以下とする。

(1)中詰めコンクリートは、基礎のコンクリートと同じ調合のコンクリートを使用する。

(2)既製コンクリート杭以外の場合は、特記による。

19.3図 円柱の取り合い配筋

(1)独立基礎

21.1図 杭基礎の配筋及び杭頭部の補強方法

円柱と梁の取り合い

増し打ち補強要領は、16.2による。 基礎接合部の補強は、20.2による。

平面

b) 柱幅と斜材幅が異なるa) 柱幅と斜材(柱又は梁)幅が同一

d) 柱頭で斜材となる上端筋は、連続筋とする。c) 柱脚で斜材となる

e) 梁が斜材となる上端筋は、連続筋とする。

  柱筋はa),b)に倣う。

f) 斜め大梁に小梁が接する場合 g) 大梁に斜め小梁が接する場合

3) 柱脚部の円柱と基礎との

  取合い

1) 柱頭部で柱芯に梁が

  取り付く場合   取り付く場合

2) 柱頭部で柱外面に梁が

Type A Type B

2h※L  を確保できない場合は、標仕(5.3.4(e)(2))によることができる。

0＜D≦200 200＜D≦1000

20.1図 独立基礎の配筋

(2)連続基礎

20.2図 連続基礎の配筋
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沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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新
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壁
厚

アンカ-筋ピッチ標準

新設・増設壁上部グラウト要領

鉄筋フレア溶接要領

割裂補強筋配筋要領 既存壁等撤去要領図

撤去壁-梁 取合部（撤去のみの場合）

撤去壁-柱 取合部（撤去のみの場合） 撤去壁-直交壁 取合部 撤去壁-柱 取合部（壁を新設する場合）

撤去壁-梁 取合部（壁を新設する場合）撤去壁-スラブ 取合部

撤去庇-梁 取合部

○大開口部 ・適用は特記による。

新設壁開口配筋要領図

○小開口部 ・適用は特記による。

既存躯体 増設補強壁

L e

D
a

d
a

L nL

L d

d a

既存躯体 増設補強壁

d a L e

D
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L nL

開口寸法： W
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開口寸法： W
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法
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1
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開口寸法： W

1 5 0 1 5 0

注記）　　印は、コンクリ－トカッタ－位置を示し、カッタ－深さ 3 0

20

新設壁厚

新設壁厚

注記）鉄筋切断部には、錆止め塗装を行う。

注記）鉄筋はつり出しは、特記による。注記）　　印は、コンクリ－トカッタ－位置を示し、カッタ－深さ 3 0 とする。

注記）特記なき壁等の撤去は下図による。

S=1/30  

2
0
0

2
0
0

あと施工アンカ－

片面フレア溶接 両面フレア溶接

撤去要領 補修要領

( ナット付）

接着剤
接合面

アンカ－筋

( ナットなし）

接着剤
接合面

アンカ－筋

L n  ：  有効定着長さ

D a  ：  既存コンクリ－ト躯体への穿孔径

d a  ：  アンカ－軸部の直径、アンカ－筋の呼び名

1 .  割裂補強筋は、改修壁の柱・梁に接する面全てに配置する。

3 .  継手は、 2 巻以上の重ねとする。

壁　厚 スパイラル径 備　　　考

２．鉄筋のフレア溶接の溶接長さは、ビ - ドの始点 ( L a ) 及び、クレ - タ - ( L b ) を除いた部分の

長さとする。但し、 L a  及び  L b は  2 d 以上とする。

１．特記なき鉄筋のフレア溶接は、下図の片面または両面とする。

鉄筋切断 鉄筋切断部分錆び止め塗装

開口補強筋を取り付けた後、内型枠に合わせグラウト材を充填する。

大開口部はあと施工アンカ－により、開口補強筋を設ける。

3 . 小開口部は切断面の補修（錆び止め塗装）を施す。

コンクリ－トカッタ－深さ両面 3 0

コンクリ－トカッタ－及び、はつり出し

先導孔（ 1 0 0 φ程度）

1 . 床・壁にコア抜きにより先導孔を開ける。

開口補強筋

（特記による）
あと施工アンカ－

（特記による）

目荒し

グラウト充填

フレア溶接

フ
レ

ア
溶
接

鉄筋切断

鉄筋はつり出し

撤去要領 補修要領

2 . 各開口寸法に合わせ、コンクリ－トカッタ－及び、はつり出しにより開口部を開ける。

深さ 2 0 m m はつり、鉄筋切断後

無収縮モルタルにて補修

鉄筋切断

庇

深さ 2 0 m m はつり、鉄筋切断後

無収縮モルタルにて補修

柱

深さ 2 0 m m はつり、鉄筋切断後

無収縮モルタルにて補修

直交壁

鉄筋切断

新設壁部目荒らし

柱

鉄筋切断

新設壁部目荒らし

鉄筋切断

目荒らし梁

無収縮モルタルにて補修

深さ 2 0 m m はつり、鉄筋切断後

鉄筋切断

スラブ

無収縮モルタルにて補修

深さ 2 0 m m はつり、鉄筋切断後

鉄筋切断

梁

スパイラル型

あと施工アンカ－

割裂補強筋 目荒し

グラウト材

新設壁厚

既存壁

増設壁厚

グラウト材

目荒し割裂補強筋

スパイラル型

あと施工アンカ－

新設壁の場合 増設壁の場合

2 .  割裂補強筋は、 6 φスパイラル型とし、ピッチ、スパイラル径は下記による。

1 .  特記なき新設・増設壁上部は、グラウトを行う。

2 .  グラウト材の設計基準強度は 3 0 N / m m 2 以上とする。調合は J I S  R  5 2 0 1 ( セメントの物理試験方法 ) の
   フロー試験によるモルタルのコンシステンシーに応じ、フロー値は 1 8 0 m m 以上 2 4 0 m m 未満とする。
   コンシステンシ―試験は J 1 4 ロート試験法に準ずる

（1）接着系アンカー

一

般

事

項

１．参考図書

「２０１７年改訂版　既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針　同解説」　日本建築防災協会／国土交通大臣指定耐震改修支援センター

※第３章　補強部材・部位の設計

※第４章　補強工事の施工

L   ：  コンクリ－トの穿孔深さ、または接着系アンカ－の埋め込み長さ

L e  ：  アンカ - の有効埋め込み長さ

L d  ：  アンカ - 筋の全長

(2) あと施工アンカーの位置と間隔

ナットなし ) とし、ナットから  ねじ山

ナット付き異形棒鋼 ( 開口補強筋用は

定着長さ

アンカー筋形状

また、先端形状は 4 5 ﾟ カットとする。

が 2 山以上でること。

接着系アンカ - の有効

アンカ－関係共通事項

接着系アンカ - の有効 埋め込み長さ 一般部　：　Ｌｅ＝７ｄａ

開口補強筋　：　Ｌｅ＝１２ｄａ

一般部　：　Ｌｎ＝２０ｄａ

( ＝補強筋との継手長さ＋ ｸ ﾘ ｱ ﾗ ﾝ ｽ )

開口補強筋　：　Ｌｎ＝Ｌ   ＋５ｄａ１

割裂補強筋

破壊による引張荷重（埋込みピッチ及びへりあきの影響を受ける場合は、低減

した荷重）の小さい方の 2 / 3 程度の荷重。

確認強度は、計算で得られた、アンカーの鋼材による引張荷重又はコンクリート

施工確認試験荷重（確認強度）

荷　重 ( k N )

Ｄ [ 　　　 ] [ 　　　 ] d a [ 　　　　　　 ]

アンカー筋呼び名 ( d a ) アンカーの有効埋込長さ ( L e )

７ d aD 1 3

１２ d aD 1 9 4 9 . 0

6φ@50150 75φ

6φ@50170 90φ

100φ 6φ@50180

6φ@50300 200φ

1 8 . 2

７ d aD 1 9 2 8 . 4

D 1 6 3 9 . 1１２ d a

da

はしあき

(5da以上)

配置する。)

(2.5da以上)

（原則として、中央に

へりあき

PP

d/2 d/2

ddd d

d/2d/2

La Lb

10d

La

5d

Lb

(7.5da以上 かつ 30cm以下)

5 0

5 d P P P PP

P
P

P
P

5
d

5
0



凡例

凡例

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

特記なき限り下記による。

梁・スラブ上端レベル　

　壁　 ：　W18

スラブ　：　S18

基準レベル　：1FL▽49.300

印レベル：-350

印レベル：-200

：　-30

印レベル：-500～-520

印レベル：-520～-800

印レベル：-260

印レベル：-250

印レベル：-785～-800

特記なき限り下記による。

梁・スラブ上端レベル　：　±0

　壁　 ：　W18

スラブ　：　S18

基準レベル　：2FL▽52.900

印レベル：-300

印 ：増し打ち

印 ：開口閉塞

-950

-700

-820

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

115 2650

115 2650

700 1350

700 1350
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5

1
1
5

1
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3
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700 1350
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60
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5001200
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00
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60
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5001200
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00
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5001200
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00
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50

0

5001200

3000 2000 3000 42503000 2000

3000 2000 3000 42503000 2000
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5
0
0

1
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5
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3
,
0
0
0

5
,
5
0
0

1
1
,
0
0
0

5
,
5
0
0

3
,
0
0
0

5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

Ｏ

Ｏ

1F-2

1F-3

Ｏ

1F-1

1F-2

1F-3

1F-1

Ｏ

2F-1

2F-1

Ｎ

Ｎ

Ｎ
Ｎ増打 t=17cm

開口閉塞

開口閉塞

開
口

閉
塞

開口閉塞

Yc0

Yc1

Yc2

Yc0

Yc1

Yc2

Yc0

Yc1

Yc2

Yc0

Yc1

Yc2

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

（見下げ図）

S=1/100２階伏図

（見下げ図）

S=1/100１階伏図

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

（見下げ図）

S=1/100２階伏図

（見下げ図）

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

S=1/100１階伏図

S=1/100 補強後

S=1/100 補強前

伏図

伏図

S15 S15

S15

S15

S15S15

S15

S15

S15

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

管理棟 伏図（改修前後）

S-08

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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凡例

凡例

特記なき限り下記による。

印は柱符号を示す。

印 ：増し打ち

印 ：開口閉塞

φ100
φ65

φ100

φ100

φ150

φ150

φ80φ120

φ100

φ150

φ200

φ100
φ65

φ100

φ100

φ150

φ150

φ80φ120

φ100

φ200

φ150

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。
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5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

5,000 5,000 7,250

17,250

Ｏ

1F-1

1F-1

2F-1

Ｎ

Ｎ

Ｏ

2F-1

Ｏ

1F-2

1F-2

Ｎ

増打 t=17cm

開口閉塞

開口閉塞
開口閉塞

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+58.750

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.600

RFL ▽+57.175

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+58.750

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.600

RFL ▽+57.175

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+58.750

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.830

RFL ▽+57.175

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+58.750

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.830

RFL ▽+57.175

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

S=1/100Yc0通り軸組図

S=1/100Yc0通り軸組図

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

Xc0 Xc1 Xc2 Xc3

S=1/100Yc2通り軸組図

S=1/100Yc2通り軸組図

S=1/100 補強後

S=1/100 補強前

軸組図(1)

軸組図(1)

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

管理棟 軸組図（改修前後）(1)

S-09

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

TW18 TW18

TW18

W10
（手摺り壁）

TW18
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W25

KW1 TW18
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F3 F4

F2

f1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1



凡例

凡例

特記なき限り下記による。

印は柱符号を示す。

印 ：増し打ち

印 ：開口閉塞

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。
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5,500 5,500

11,000

5,500 5,500

11,000

Ｏ

1F-3

1F-3

Ｎ開口閉塞

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.600

RFL ▽+57.175

 GL ▽+48.500

1FL ▽+49.300

2FL ▽+52.900

 　 ▽+47.000

 　 ▽+44.600

RFL ▽+57.175

Yc0 Yc1 Yc2

Yc0 Yc1 Yc2

S=1/100Xc3通り軸組図

S=1/100Xc3通り軸組図

S=1/100 補強後

S=1/100 補強前

軸組図(2)

軸組図(2)

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

管理棟 軸組図（改修前後）（2）

S-10

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事

TW18W18

W18
W18

W10
（手摺り壁）

CGACGA GA GA

FGD
FGA

GA GA

F3F1 F2

Ｃｎ

C1 C1C4



Ｓ=1/50 Ｓ=1/501階壁補強詳細図（1） 1階壁補強詳細図（1）

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

補強後（開口閉塞壁配筋図）補強前(撤去図）

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500
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 GL ▽+48.500
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8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

FG4
既存鉄筋

bxD：350ｘ1400
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@

FG4
既存鉄筋

bxD：350ｘ1400
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@
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0
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S=1/50Yc0通り補強詳細図 S=1/50Yc0通り補強詳細図

Yc0 Yc0

Xc1 Xc2 Yc0 Xc1 Xc2 Yc0

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

管理棟 １階補強詳細図（１）

S-11

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

特記なき限り下記による。

1階壁補強詳細図（2） 1階壁補強詳細図（2）

シアコネクター配筋標準

補強後（増し打ち壁配筋図）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

補強前(アンカー図）

1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097
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記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

接
着

系
ア

ン
カ

ー
(
ナ

ッ
ト

付
)

D
1
9
-
1
5
0
@
 
シ

ン
グ

ル

接
着

系
ア

ン
カ

ー
(
ナ

ッ
ト

付
)

D
1
9
-
1
5
0
@
 
シ

ン
グ

ル

9
5
0

9
5
0

525
100

4,200
100 75

525 4,200 100 75100

8
0
0

8
0
0

1
2
5

1
2
5

2
,
4
0
0

1
2
5

1
2
5

2
,
4
0
0

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-150@ シングル

2
0
0

510

250

90

180 170

510

250

90

180 170

1
0
0

7
0

L
n

LL
e

d
a

180 170

1
7
0

1
8
0

180

1
8
0

（
無

収
縮

モ
ル

タ
ル

圧
入

範
囲

）

5,000

5,000

4
,
4
0
0

525
75

75
525

5
1
0

2
5
0

1
7
0

9
0
6
0
0

1
8
09
0
5
1
0

6
0
0

75 525 754,400 525

6004,400600

4
,
0
0
0

4
0
0

6
5
0

3
0
0

6
5
0

3
0
0

52575

600

525

4,400

75

600 510

250170

90

600

180

4
,
4
0
0

9
5
0

6
5
0

3
0
0

1,8502,400 150

18502400 150

5,000

5,000
4
,
4
0
0

525
75

75
525

5
1
0

2
5
0

1
7
0

9
0
6
0
0

1
8
09
0
5
1
0

6
0
0

75 525 754,400 525

6004,400600

4
,
0
0
0

4
0
0

6
5
0

3
0
0

6
5
0

3
0
0

52575

600

525

4,400

75

600 510

250170

90

600

180

4
,
4
0
0

9
5
0

6
5
0

3
0
0

1,8502,400 150

18502400 150

4
0
0

2
,
6
5
0

4
0
0

8
0
0

2
,
6
5
0

8
0
0

2
,
6
5
0

8
0
0

2
,
6
5
0

8
0
0

2
,
6
5
0

8
0
0

2
,
6
5
0

4,400

500 1,750 2,150

8
0
0

2
,
6
5
0

7
7
5

1
,
8
0
0

7
5

500 2,1501,750

8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

FG4
既存鉄筋

bxD：350ｘ1400
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@

FG4
既存鉄筋

bxD：350ｘ1400
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@
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割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=90

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=90

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=90

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=90

シアコネクター
タテヨコD10-500@

シアコネクター(ナット付)
タテヨコD10-500@

S=1/50Yc0通り補強詳細図 S=1/50Yc0通り補強詳細図

Yc0 Yc0

Xc1 Xc2 Yc0 Xc1 Xc2 Yc0

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

管理棟 １階補強詳細図（２）

S-12

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

補強前(撤去・アンカー図）

特記なき限り下記による。

1階壁補強詳細図（3） 1階壁補強詳細図（3）

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

補強後（開口閉塞壁配筋図）

印：既設壁撤去範囲を示す。 1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500
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W18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

W18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

FG3
既存鉄筋

bxD：350ｘ1100
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@
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既存鉄筋
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【端部】

上端筋：3-D25
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D10-200@ダブル

D
1
0
-
2
0
0
@
ダ

ブ
ル

Ｏ Ｎ

1F-2 1F-2

D10-200@ダブル

D10-200@ダブル

D10-200@ ダブル

D10-200@ ダブル

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=100

割
裂

補
強

筋
（

ス
パ

イ
ラ

ル
筋

）
6
φ

＠
5
0
　

φ
=
1
0
0

フレア溶接

フ
レ

ア
溶

接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フ
レ

ア
溶

接

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既
存

鉄
筋

は
つ

り
出

し
(
D
1
0
-
2
0
0
@
 
ダ

ブ
ル

)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
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(D10-200@ ダブル)

S=1/50Yc2通り補強詳細図 S=1/50Yc2通り補強詳細図

Yc2 Yc2

Yc2Xc0 Xc1 Yc2Xc0 Xc1

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

管理棟 １階補強詳細図（３）

S-13

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

補強前(撤去・アンカー図）

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

1階壁補強詳細図（4） 1階壁補強詳細図（4）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

印：既設壁撤去範囲を示す。

補強後（開口閉塞壁配筋図）

1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500

2FL ▽+52.900

1FL ▽+49.300

 GL ▽+48.500

接
着

系
ア

ン
カ

ー
(
ナ

ッ
ト

付
)

D
1
3
-
1
5
0
@
 
シ

ン
グ

ル

2
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

1
,
2
0
0

接着系アンカー(ナット付)
D13-150@ シングル

2
0
0

510

250 180170

90 510

250 180170

90

L
n

LL
e

d
a

1
8
0

180

180

1
8
0

（
無

収
縮

モ
ル

タ
ル

圧
入

範
囲

）

4
,
4
0
0

5
1
0

6
0
0

4
,
4
0
0

600

250 180170

90510

3
,
6
0
0

9
0

5,500

5,500

5
1
0

2
5
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1
7
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6
0
0

1
8
0

9
0

3
0
0

6
0
0

3
2
5

1
,
4
0
0

510 90

600

300300

4,690600

1,465525 1,350 1,350

510 90
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1350300300

4,690600

3
0
0

6
0
0

1
,
4
0
0

3
2
5

525 1350 1350 115

300
300 510

90
525 1,350

1
,
4
0
0

9
0
0

3
2
5

3
0
0

510 90

115

300300 4,690

525 1,3501,350 1,350

4
,
4
0
0

5
1
0

6
0
0

4
,
4
0
0
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250 180170

90510

3
,
6
0
0

9
0

5,500

5,500

5
1
0

2
5
0

1
7
0

6
0
0

1
8
0

9
0

3
0
0

6
0
0

3
2
5

1
,
4
0
0

510 90

600

300300

4,690600

1,465525 1,350 1,350

510 90

600

1350300300

4,690600

3
0
0

6
0
0

1
,
4
0
0

3
2
5

525 1350 1350 115

300
300 510

90
1,350525 1,350

1
,
4
0
0

9
0
0

3
2
5

3
0
0

510 90

115

300300 4,690

525 1,3501,350 1,350

3
0

7
7
0

1
,
0
0
5

7
7
0

3
,
3
3
0

1
,
0
0
5

7
7
0

1
,
0
0
5

7
7
0

3
,
3
3
0

3
0

7
7
0

1
,
0
0
5

7
7
0

3
,
3
3
0

1
,
0
0
5

7
7
0

1
,
0
0
5

7
7
0

3
,
3
3
0

1,350 1,350
115

1,350
115

115200200200

2
0
0

2
0
0

200200200

2
0
0

2
0
0

115200200200

2
0
0

2
0
0

200200200

2
0
0

2
0
0

8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C4

8-D22
D10-100@帯筋:

600x600bxD:
主筋:

C1

8-D22
D10-100@帯筋:

600x600bxD:
主筋:

C1

W18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

GA
既存鉄筋

bxD：400ｘ600
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-150@

GA
既存鉄筋

bxD：400ｘ600
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-150@

FGD
既存鉄筋

bxD：350ｘ1600
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@

FGD
既存鉄筋

bxD：350ｘ1600
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：3-D25
STP：D10-200@

D10-200@ダブル D10-200@ダブル

D
1
0
-
2
0
0
@
ダ

ブ
ル

D
1
0
-
2
0
0
@
ダ

ブ
ル

Ｏ Ｎ

1F-3 1F-3

D10-200@ ダブル

D10-200@ ダブル

D10-200@ ダブル

D10-200@ ダブル

D10-200@ダブル

D10-200@ダブル

割
裂

補
強

筋
（

ス
パ

イ
ラ

ル
筋

）
6
φ

＠
5
0
　

φ
=
1
0
0

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=100

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フ
レ

ア
溶

接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

フ
レ

ア
溶

接

フ
レ

ア
溶

接

フ
レ

ア
溶

接

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既
存

鉄
筋

は
つ

り
出

し
(
D
1
0
-
2
0
0
@
 
ダ

ブ
ル

)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既
存

鉄
筋

は
つ

り
出

し
(
D
1
0
-
2
0
0
@
 
ダ

ブ
ル

)

S=1/50Xc3通り補強詳細図 S=1/50Xc3通り補強詳細図

Xc3 Xc3

Yc1 Yc2 Xc3 Yc1 Yc2 Xc3

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

管理棟 １階補強詳細図（４）

S-14

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

補強前(撤去・アンカー図）

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

補強後（開口閉塞壁配筋図）2階壁補強詳細図（1） 2階壁補強詳細図（1）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

印：既設壁撤去範囲を示す。 1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

2FL ▽+52.900

RFL ▽+57.175

 　 ▽+58.750

2FL ▽+52.900

RFL ▽+57.175

 　 ▽+58.750

接
着

系
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ン
カ

ー
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ナ

ッ
ト

付
)
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-
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5
0
@
 
シ

ン
グ

ル
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1
8
0

180

180
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収
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ル

圧
入

範
囲

）
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1
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2
,
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0
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0
0
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2
0
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0
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88

200

2
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2
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2
0
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2
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2
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8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

8-D22
D10-100@帯筋:

主筋:
600x600bxD:

C1

G1
既存鉄筋

bxD：350ｘ650
【全断面】

上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

G1
既存鉄筋

bxD：350ｘ650
【全断面】

上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-200@

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

TW18
タテ筋：D10-@200
ヨコ筋：D10-@200

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

G1
既存鉄筋

bxD：400ｘ650
【端部】

上端筋：3-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

【中央】
上端筋：2-D25
下端筋：2-D25
STP：D10-150@

D10-200@ダブル

D
1
0
-
2
0
0
@
ダ

ブ
ル

Ｏ Ｎ

2F-1 2F-1

D10-200@ ダブル

D10-200@ ダブル
割裂補強筋（スパイラル筋）

6φ＠50　φ=100

割
裂

補
強

筋
（

ス
パ

イ
ラ

ル
筋

）
6
φ

＠
5
0
　

φ
=
1
0
0

D10-200@ダブル

D10-200@ダブル

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

フレア溶接

フ
レ

ア
溶

接

フレア溶接

フレア溶接

フレア溶接

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既
存

鉄
筋

は
つ

り
出

し
(
D
1
0
-
2
0
0
@
 
ダ

ブ
ル

)

既存鉄筋はつり出し
(D10-200@ ダブル)

既
存

鉄
筋

は
つ

り
出

し
(
D
1
0
-
2
0
0
@
 
ダ

ブ
ル

)

フ
レ

ア
溶

接 フレア溶接

S=1/50Yc0通り補強詳細図 S=1/50Yc0通り補強詳細図

Yc0 Yc0

Xc1 Xc2 Yc0 Xc1 Xc2 Yc0

ＡＡ ＡＡ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

管理棟 ２階補強詳細図（１）

S-15

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



凡例

凡例

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

特記なき限り下記による。

基準レベル　：1FL=▽+49.750

スラブ　

　壁　

：　S20

：　W18A

印レベル：-950

印レベル：-1750

印レベル：-150

：　±0スラブ上端レベル　

梁上端レベル　 ：　-50

UP

DN

DN

UP

DN

DN

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

印　：RC壁新設を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。
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1F-1

Ｏ

1F-2

Ｏ

1F-4

Ｏ

1F-3

1F-31F-2

1F-4

ＮＮ

Ｎ

1F-1

Ｎ

YB0

YB1

YB2

XB0 XB1 XB2 XB3

S=1/100

（見下げ図）

１階伏図

最終沈殿池機械室

YB0

YB1

YB2

XB0 XB1 XB2 XB3

S=1/100

（見下げ図）

１階伏図

最終沈殿池機械室

S20A S20A S20A

S20A S20A

S30

CS20

S20S20

S20

S20

S20

S20

S20

CS20

CS20

CS20 CS20

CS20

S20

S20

CS20

S20

CS20 S20

CS20

S20

S=1/100 補強後1階伏図

S=1/100 補強前1階伏図

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

最終沈殿池（既設棟) 伏図（改修前後）

S-16

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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凡例

凡例

特記なき限り下記による。

印は柱符号を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

印　：RC壁新設を示す。
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水下 ▽+52.980
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S=1/100 補強前

軸組図

軸組図

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

最終沈殿池（既設棟) 軸組図（改修前後）

S-17

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/501階壁補強詳細図（1） 1階壁補強詳細図（1）

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強後（新設袖壁配筋図）補強前(アンカー図）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

 GL ▽+48.500

RFL （水上）▽+54.750

水下 ▽+52.980

1FL ▽+49.750

 GL ▽+48.500

RFL （水上）▽+54.750

水下 ▽+52.980

1FL ▽+49.750
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既存鉄筋

bxD：350ｘ750
【全断面】

上端筋：4-D22
下端筋：4-D22
STP：D10-200@

G2
既存鉄筋

bxD：350ｘ750
【全断面】

上端筋：4-D22
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STP：D10-200@
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既存鉄筋

bxD：350ｘ650
【端部】
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【端部】
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割裂補強筋（スパイラル筋）
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割裂補強筋（スパイラル筋）
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S=1/50YB1通り補強詳細図 S=1/50YB1通り補強詳細図
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工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

最終沈殿池（既設棟) １階補強詳細図（１）

S-18

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。
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鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114
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記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強後（新設袖壁配筋図）補強前(アンカー図）1階壁補強詳細図（2） 1階壁補強詳細図（2）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29
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検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図
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最終沈殿池（既設棟) １階補強詳細図（２）

S-19

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。
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鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114
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D13 11097
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記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強後（新設袖壁配筋図）補強前(アンカー図）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

1階壁補強詳細図（3） 1階壁補強詳細図（3）

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29

 GL ▽+48.500

RFL （水上）▽+54.750

水下 ▽+52.980

1FL ▽+49.750
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水下 ▽+52.980

1FL ▽+49.750
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検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図
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最終沈殿池（既設棟) １階補強詳細図（３）

S-20

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。
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鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部
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記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強前(アンカー図）1階壁補強詳細図（4） 1階壁補強詳細図（4）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

特記なき限り下記による。

印：既設壁撤去（鉄筋はつり出し）範囲を示す。

補強後（新設壁配筋図）

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

開口補強筋要領図

鉄筋記号凡例
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図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図
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最終沈殿池（既設棟) １階補強詳細図（４）
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沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



凡例

凡例

Ｘ
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Ｘ

Ｙ

特記なき限り下記による。

梁・スラブ上端レベル　：　±0

スラブ　

　壁　

基準レベル　：1FL=▽+49.800

：　FS20

：　W18

印レベル：-700

印レベル：-800

DN

DN

DN

DN

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

印　：RC壁新設を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。
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オキシディションディッチ
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S=1/100

（見下げ図）

１階伏図

S=1/100

（見下げ図）

１階伏図

CS20 CS20

S20

S20

CS20 CS20

S=1/100 補強前1階伏図

S=1/1001階伏図 補強後

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

ポンプ室・オキシデーションディッチ1系 伏図（改修前後）

S-22

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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凡例

凡例

印は柱符号を示す。

共通事項

特記なき限り下記による。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

改修工事範囲

部位番号　を示す。

特記なき限り下記による。

印　：RC壁新設を示す。

Ｏ：補強前、Ｎ：補強後

特記なき限り下記による。

改修工事範囲

部位番号　を示す。
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S=1/100YA2通り軸組図 S=1/100YA3通り軸組図

S=1/100YA2通り軸組図 S=1/100YA3通り軸組図

S=1/100 補強前

S=1/100 補強後

軸組図

軸組図

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:100

ポンプ室・オキシデーションディッチ1系 軸組図（改修前後）

S-23

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事
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接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/501階壁補強詳細図（1） 1階壁補強詳細図（1）

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強前(アンカー図）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

補強後（新設袖壁配筋図）

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

Ｂ -Ｂ断面図

開口補強筋要領図

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29
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既存鉄筋

bxD：300ｘ300
【全断面】

上端筋：2-D19
下端筋：2-D19
STP：D10-125@

B3
既存鉄筋

bxD：300ｘ300
【全断面】
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下端筋：2-D19
STP：D10-125@
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既存鉄筋
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【全断面】
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接着系アンカー(ナット付)
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D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
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接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

S=1/50YA2通り補強詳細図 S=1/50YA2通り補強詳細図

YA2 YA2

YA2 YA2XA2 XA2XA1 XA1
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Ｂ

Ｂ
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Ｂ

Ｂ

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

ポンプ室・オキシデーションディッチ1系 １階補強詳細図(1)

S-24

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



接着系アンカー配筋標準

Ｓ=1/50 Ｓ=1/50

特記なき限り下記による。

印：無収縮モルタル圧入範囲を示す。

1130

鉄筋径(da)

アンカー筋長さ

一般部 開口部

Le L Ln Le L Ln鉄筋径(da)

D16 130114

D13

D19 160141

D13 11097

D16

D19

D22 180158 D22

D25 175 200

590

720

860

990

D25

157

194

231

268

305

170

210

250

290

330

260

320

380

440

500

記号凡例 Le

L

Ln

:埋込み深さ  (L=Le+da)

:有効定着長さ (一般部:Ln≧20da:ﾅｯﾄ付き､開口部:Ln≧40da+5da)

補強前(アンカー図）

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

Ａ-Ａ断面図

Ｂ-Ｂ断面図

1階壁補強詳細図（2） 1階壁補強詳細図（2） 補強後（新設袖壁配筋図）

:有効埋込み深さ(一般部:Le≧7da､開口部:Le≧12da)

開口補強筋要領図

鉄筋記号凡例

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29
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8-D22

D10-100@帯筋:
主筋:
bxD:
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500x500

B3
既存鉄筋

bxD：300ｘ300
【全断面】

上端筋：2-D19
下端筋：2-D19
STP：D10-125@

B3
既存鉄筋

bxD：300ｘ300
【全断面】

上端筋：2-D19
下端筋：2-D19
STP：D10-125@

G1
既存鉄筋

bxD：350ｘ500
【全断面】

上端筋：4-D22
下端筋：4-D22
STP：D10-200@

G1
既存鉄筋

bxD：350ｘ500
【全断面】

上端筋：4-D22
下端筋：4-D22
STP：D10-200@
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2-D16

D13-200@ ダブル
D13-200@ ダブル

D13-200@ ダブル
D13-200@ ダブル

D13-200@ ダブル

D13-200@ ダブル

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200
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裂
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筋
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割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
6φ＠50　φ=200

割裂補強筋（スパイラル筋）
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接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

接着系アンカー(ナット付)
D19-200@ シングル

S=1/50 S=1/50YA3通り補強詳細図YA3通り補強詳細図

YA3YA3

YA3 YA3XA1 XA1XA2 XA2
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Ｂ
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工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者 ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 1:50

ポンプ室・オキシデーションディッチ1系 １階補強詳細図(2)

S-25

沼田浄化センター（管理棟等）耐震補強・改修工事



○

▼

WSP 042

●

○

）

1) 配管材料 　材料規格は、公共建築工事標準仕様書の日本工業規格による

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

名　　　称

空気調和設備工事　

厨房配管設備工事

新　設

○

○

○

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

改　修

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

摘　　　　要1.工事種目

　　　　　　　　　　　　　　　※ 種目は●印を付したものを適用する　

換気設備工事

排煙設備工事

給油設備工事

自動制御設備工事

屋外給水設備工事

屋内給水設備工事

屋外排水設備工事

屋内排水設備工事

衛生器具設備工事

消火設備工事

屋外ガス設備工事

屋内ガス設備工事

屋内設置

屋上設置（架台、アンカーボルトを除く）

屋外設置（架台、アンカーボルトを除く）

架台、アンカーボルト

特記した基礎

補強を要するもの

補強鉄筋

補強を要するもの

補強鉄筋

補強を要しないもの

補強鉄筋

（排水トラップ共）

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

電極棒（保持器共）及びレベルスイッチ

配管

配線

（ＲＣ、ＳＲＣ）

はり貫通スリーブ

盤類、ダクト、消火栓箱、吸込

口、吹出口、換気扇、大便器等

相当直径３００未満

相当直径３００以上

補強を要しないもの

（はりせいの１/１０以下かつ１５０φ未満）

天井、壁の切り込み

及び下地補強

（ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む）

機器付属の制御盤以降の二次側配管配線（接地共）

自動制御盤と動力盤との電源用配管配線（接地共）

自動制御盤と動力盤との信号線の配管配線（接地共）

機器付属の制御盤への電源供給及び信号線の

配管配線（接地共）

地震感知器、ばい煙濃度計、遠隔油量指示計

及び油面制御装置の各２次側配管配線

操作スイッチとの渡り配管配線

天井取付けのＦＣＵ、ＦＣＶ、ルームエア

コン、全熱交換ユニット及び空気清浄機と
配線

配管

機器の基礎

床、壁貫通スリーブ

床、壁貫通の型枠

天井解体

外部取付ガラリ

換気扇の取付枠

床下水槽のマンホール蓋

流し台

湯沸室の排気フード

床、天井点検口

防油堤

電気配管配線

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

工　事　内　容

機
械
工
事

建
築
工
事

電
気
工
事

2.他工事との

取合い

1.配管

耐圧

○

○

○

○

○

20K

20K

20K

20K

20K

○

○

○

○

○

16K

16K

16K

16K

16K

○

○

○

○

10K

10K

10K

10K

10K

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

GV BV CV

GV BV CV

GV BV CV

GV BV CV

GV BV CV

排水管

給水管

冷却水管

温水管

冷水管

規格寸法区分弁名称系統名

5K

5K

5K

5K

5K

○

○

弁類2)

　試験終了後、報告書を監督職員に提出すること

　圧力値、保持時間は、標準仕様書第２編 2.9.2から2.9.5による

  配管完了後の塗装又は被覆施工前に行う

試験3) 　配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は

　　弁の使用区分

△
△

　防食処理埋設配管5)

表示ﾃｰﾌﾟ

埋設

埋設標

地中

凍結深度道路以外

屋外配管埋設深さ

車両道路

GL-   ｍ以上GL-   ｍ以上

GL-0.6ｍ以上

GL-   ｍ以上

油 配 管

ガス配管

給水配管

不要

要

不要

要

不要

要

○

○

○

不要

要

不要

要

不要

要

○

  オゾン層を破壊する物質を含有していないこと

  断熱材は、特定フロン、代替フロン等、

  標準仕様書第２編３．１．４及び５のうち保温材及び外装材は次による保温2.

  0.2mg/L以上検出されるまで消毒を行う　

　飲料水管の場合は、端末において遊離残留塩素が

　高周波洗浄もしくは同等以上の方法による　

○

○

配管洗浄　6)

  外装材

  保温材配管1)

　　地中埋設標・埋設表示テープ・屋外配管埋設深さ

  　要の場合、地中埋設標は図示する箇所、

  　埋設表示テープは屋外埋設配管部分に適用する

貯湯タンク

冷却水管

冷温水管

○

○ 給湯管

給水管 （

給湯用膨張タンク

○

受水タンク ○ 高置タンク

1次側 2次側　）

ﾆ)

ﾊ)

ﾛ)

ｲ)

○

○

床下・暗渠内

天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

○

○

機械室・倉庫

屋内露出

グラスウール

ロックウール

ポリスチレンフォーム

合成樹脂カバー

アルミガラスクロス

アルミガラスクロス

綿布

その他（

アルミガラスクロス

その他（

保温なし（

アルマット

着色アルミガラスクロス

その他（ ）

）

（ ）

（ ）

） （ ）

（ ）

） （ ）

（ ）

（

） （ ）

（ ）

）

（ ）

（ ）

）

コンクリート内

プチルゴム系防食テープ

ペトロラタム系防食テープ

）

）

）

（

（

（

ダクト2)

 
蒸
　
気

 
給
　
湯

 
給
　
水

 
温
　
水

 
冷
却
水

 
冷
温
水

ハウジング継手

溶接

拡管式

圧縮・プレス

○

○

種　　類

4) ステンレス

鋼管継手の種類

4)

○

  外装材 ○

○

  保温材 ○

○

○

○

○機器類3)

  外装材

50.8～12.79.526.35

被覆厚

外  径

○

  外装材 ○

  保温材 ○5)

  ラス押え ○

消音内貼チャンバーの寸法は外法寸法とする　

  厚さ

  使用材料

  施工個所は図示したダクト及びチャンバー類とする　

  施工方法は標準仕様書の当該事項による　消音内貼り6)

  ハ．

  ロ．

  イ．塗装3.

ﾆ)

ﾊ)

ﾛ)

ｲ)

○

○

○

○

○

天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

機械室・倉庫

屋内露出

その他（

アルミガラスクロス

その他（

アルミガラスクロス

合成樹脂カバー

アルミニウム板

アルミガラスクロス

アルミニウム板　

合成樹脂カバー

アルミガラスクロス

○

○

○

○

○

○

）

）

その他（

ステンレス鋼板

カラー亜鉛鉄板

その他（

ステンレス鋼板　

カラー亜鉛鉄板

）

）

ステンレス鋼板 ○

カラー亜鉛鉄板 ○

その他（

グラスウール ○

膨張タンク

温水ヘッダー

冷水タンク

冷温水ヘッダー

その他（

アルミニウム板

ロックウール

）

）

ステンレス鋼板 ○

カラー亜鉛鉄板 ○

ロックウール ○

その他（ ）

アルミニウム板

その他（ ）

25mm

グラスウール

50mm

その他（ ）

有（ 無

支持金物及び架台類

隠ぺいは、さび止めペイント

露出は、アルミニウムペイント・蒸気管

裸管

煙突は耐熱塗装とする

屋内露出（室内環境対応･配慮形塗料）調合ペイント 但し煙道、

調合ペイント ○ アルミニウムペイント

冷媒被覆銅管

穴埋補修1)

貫通部の処理6.

  ハ．

  ロ．

  イ．2)

  ハ．

  ロ．

  イ．吊り及び支持7.

　標準仕様書（第２編 第２章の２．２．２４）によるスリーブ8.

  より20mm程度大きなものとする

　口径は、原則として管の外径（保温されるものにあっては保温材の厚さを含む）

  ダイヤモンドカッターによる

　既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴あけは、原則として、

（改修工事等）

9.

10.耐震措置

  なお、ロックウール保温材の場合は脱落防止の措置を施す

  穴埋補修は無収縮モルタル又はロックウール保温材で補修する

防火区画の処理

はつり及び穴あけ

スパンドレイルについてセルフードは抵触しない事

不燃材料以外の配管で貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする

ロックウール保温材で埋める

不燃材料の配管で貫通する場合は、その隙間をモルタル又は

吊り用ボルトは、ピット内及び床下は被覆全ねじ又は丸鋼とする

断熱材使用箇所におけるインサート金物は、断熱インサート金物とする

インサート金物は、吊りボルトに対し、適正なサイズのものを選定する

　機器、配管、ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け、取付け及び支持を行う

　耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、すべて建築設備耐震設計・　

　施工指針（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修

　一般の施設

上層階、屋上及び塔屋

0.4(0.6)

0.6(1.0)

1.0(1.5)

一般機器

0.6(1.0)

1.0(1.5)

1.5(2.0)

重要機器

0.6(1.0)

1.0(1.5)

1.5(2.0)

一般機器

1.0(1.0)

1.5(1.5)

2.0(2.0)

重要機器

耐震安全性の分類

１階及び地下階

中間階

設置場所

　（注）（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する

　重要機器は、下記に示すものとする

設置場所

中間階

１階及び地下階

耐震安全性の分類

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

上層階、屋上及び塔屋

重要水槽 一般水槽 重要水槽 一般水槽

　重要水槽とは（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2)

3)

4)

11.総合調整

　総合調整完了後、機器等の運転状態の記録及び系統ごとに各測定結果をまとめた

  測定表を監督職員に提出する

設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とした値とする

100kg以下の軽量な機器（重要機器を除く）においても耐震を考慮し、

据付け又は取付けを行うものとするが、前記基準の方法によらなくてもよい

上層階の定義は、次のとおりとする

10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階

2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階

12.試運転調整 　気象条件が設計条件に近い日を選び、制御機能が正常に作動し、

　完成時の室内環境が設計図書と合致するかを確認する

13.仮設工事

1) 工事用水 　構内既存の施設

2) 工事用電力 　構内既存の施設

足場3)

　測定表には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を

　示した図面を添付する　

風量調整

室内外空気の湿度

騒音の測定

水量調整

室内気流及びじんあいの測定

飲料水の水質の測定

室内外空気の温度

利用できる（

利用できない　

利用できる（

利用できない　

有償

有償 無償　）

無償　）

給湯設備工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 円形ダクトを除く

○

○

○

熱交換器

温水タンク

冷水ヘッダー

○

○

○

還水タンク

蒸気ヘッダー

冷温水タンク

煙道排気筒

         

  ニ．

  ホ．

4.

1) ダクト 方式

○

工法

種別

○

○

　

　　　　

　　　　　

2)   イ．

  ロ．

  ハ．

  ニ．

防雪フード   イ．

  ロ．

3)

4) 排気フード   イ．

5) セルフード ○

  材質

○

　

6) 風量測定口 　取付け位置 空気調和機の出入口ダクト直管部

給排気ファンの出入口ダクト直管部

全熱交換器接続ダクト（天吊り形を除く）

ターミナルユニットの出入口ダクト直管部

各階への分岐ダクト

7) 　※ 下記の個所に点検口（300mm×500mm）を取り付ける

　　 保温のあるダクトは保温効果を減じないよう配慮する

1)

2)

3)

4)

8) 　運転再開前の処置

　※ 吹出口にフィルターをはさむ等の塵埃飛散防止対策

　※ 吹出口廻りの居室内壁面及び家具等の防塵対策

○　   ダクト内清掃

9) ○　   厨房系統 ○

その他

ダクト上

低速 ○

その他（

アングルフランジ

コーナーボルト

（

鉄板

スパイラルダクト

硬質塩化ビニル管（ＶＵ）　

矩形（アングルダクト工法）

その他 ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

高速

共板 ○ スライド ）

）

外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー、

ホッパーには排水を設ける　

シーリングディフューザーには下記の接続ボックスを設ける　

ｲ)

ﾛ)

線状吹出口には、下記の接続ボックスボックスを設ける　

ｲ)

ﾛ)

天井付制気口には、特記なき場合(制気口寸法＋１００)×２５０Hの

接続ボックスを設ける　

ネック径200φ以下　　　　：400×400×250H

　〃　　200φをこえるもの：500×500×300H

BL-S、BL-D　：２００×（長さ＋１００）×３００H

BL-T、BL-K　：２５０×（長さ＋１００）×３００H

板厚

材質　 ステンレス鋼板製

（ ）mm

幕板 ○ ステンレス鋼板製

○

○

○

○

○

○

SUS430　

SUS304

その他（ ）

本工事

別途工事

SUS430　

SUS304

（ ）mm

丸形フード ○

ステンレス製

アルミニウム製

その他（ ）

防風形フード

指定色

その他（

（風量）

○

○

○

○

ダクトに挿入したコイルの両側

空気調和機、送風機の吐出し側及び吸込み側に取り付けた

内貼りのあるチャンバー

送風機の吸込み側に取り付けたチャンバー

  浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統

ﾀﾞｸﾄ及びﾀﾞｸﾄ付属品

チャンバー等

ダクト点検口

既存ダクトの

再利用

ダクトの系統

シールする排気

厨房排気ダクト（ダクト及びダンパーの清掃が容易な個所に設ける

（風量、静圧）

（風量、静圧、温度）

（風量）

（風量、静圧、温度）

　

5.制気口

1)   材質 ○ 樹脂製(

○ 鋼板製

アルミニウム製

その他（

）

）

吹出口・吸込口

アルミニウムペイント ○ 調合ペイント

○

○

調合ペイント

調合ペイント ○ アルミニウムペイント

1) 設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他

の貯槽にあっては有効重量）に、地域係数（＝1.0とする）及び

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする

　機器の据付け及び取付け

　建築設備機器（水槽類を除く）の設計用標準水平震度

　水槽類の設計用標準水平震度

　２０１４版）による

給水管

給湯管

汚水管

汚水管

雑排水管

雑排水管

排水管

通気管

通気管

ガス管

ガス管

雨水管

雨水管

雨水管

冷媒管

ドレン管

施工ヶ所

屋内

屋内

ピット内

ピット内配管

屋外埋設管

ピット内配管

屋内

ピット内

屋外埋設管

高温排水管

用　途

配管材料
その他

立て管 天井内横引

立て管 天井内横引

立て管 天井内横引

立て管 天井内

屋外埋設管

材　料　名

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管・ＳＧＰ-ＶＡ、ＶＢ

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管・ＳＧＰ-ＶＤ

水道用ポリエチレン管二層管

耐熱性硬質塩化ビニル管

耐熱性塩化ビニルライニング鋼管

銅及び銅合金継目無管（Ｌ、Ｍ、Ｈ）

金属強化架橋ポリエチレン管

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管

配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）

配管用炭素鋼鋼管（黒ガス管）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（Sch 40）

圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch 40）

一般配管用ステンレス鋼鋼管

ガス用ポリエチレン管

軟質塩化ビニルライニングガス用ステンレス鋼フレキシブル管

ポリブテン管

水道用波状ステンレス鋼管

外面被覆銅管

排水・通気用耐火二層管（RK-19-0215、KK-19-0775、PS060FL-0271、PS060WL-0273)

VLP

HIVP

WVLP

PEP

HTVP

HTLP

CP

MTX

VP

TP

TEP

SGP(白)

SGP(黒)

SGP-VS

STPG

SSP

PEP(G)

GF

PBT

SU

DIP

CPH

材料番号 規格

－

JIS K 6762

－

－

JIS K 6776

JIS K 140

JIS H 3300

－

JIS K 6741

－

－

－

JIS G 3452

JIS G 3452

－

JIS G 3454

JIS G 3448

JIS K 6774

JIS K 6778

－

JIS G 5526

JIS H 3330

JWWA K 116

JWWA K 129

JWWA K 116

－

－

－

－

－

－

SHASE-S206-2000

WSP 032

－

－

WSP 041

－

JWWA G 115

－

－

－

－

JWWA G 119

JWWA G 113・114

－

水道用ダクタイル鋳鉄管（管体はポリエチレンスリーブ被覆を行う）

GRP 強化ポリプロピレン二層管－

）

8mm8mm

▼
▼

▼

▼
▼

▼
▼

（山型囲い板付）

指定色焼付塗装

JIS K 7030 

外気取入用ダクト及び外壁より2.0ｍ以内の排気用ダクト

○ 貯湯タンク

屋外

硬質ポリ塩化ビニル管

PLP

JIS G 4307

JIS G 3477 ポリエチレン外面被覆鋼管

○

○

その他

ポリスチレンフォーム

ロックウール

グラスウール

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）  保温材

  外気取入用ダクト及び外壁より2.0ｍ以内の排気用ダクトは保温を行う

液管：10mm・ガス管：20mm

●

工

事

概

要

●

●

○

給水管

○

○

●

●

機

械

設

備

共

通

事

項

Ｖ
Ｌ
Ｐ

Ｗ
Ｖ
Ｌ
Ｐ

Ｓ
Ｔ
Ｐ
Ｇ

Ｄ
Ｖ
Ｌ
Ｐ

Ｐ
Ｅ
Ｐ

Ｈ
Ｔ
Ｖ
Ｐ

Ｓ
Ｕ

Ｄ
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｐ
Ｈ

Ｓ
Ｓ
Ｐ

Ｖ
Ｐ（

Ｖ
Ｕ）

Ｓ
Ｇ
Ｐ（

白）

Ｓ
Ｇ
Ｐ（

黒）

Ｇ
Ｒ
Ｐ

Ｐ
Ｌ
Ｐ

●

●

○

●

機

械

設

備

共

通

事

項

土中鋼管

GL-0.6ｍ以上 GL-0.6ｍ以上

GL-0.6ｍ以上

▼

○

（

（ 図中特記による ）

●

機

械

設

備

共

通

事

項

）深形フード

●

機

械

設

備

共

通

事

項
●

○ 20K16K10KJISGV BV CV消火管 5K○

○ 20K○ 16K10KJISGV BV CV 5K給湯管

　全熱交換換気扇のＳＡ、ＯＡ，ＥＡはすべて保温を行う

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｖ
Ｐ（

一
般）

Ｖ
Ｐ
Ｕ
Ｖ
Ｒ

(冷媒用保温付被覆銅管)

空調用・屋内

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管DVLP －

VPUVR 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管CB-200003-A

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○○

1.2 1.0 0.6

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

冷媒その他（ 保温化粧ｹｰｽ

○

○

○

○

○

○

○

○○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

▽

○

○ ○

○

○

○

▽

▽
▼

▲

●　特定の施設○

○

○ ○

○

●

○

　特定の施設 　一般の施設○

●屋外配管化粧カバー（樹脂製、一部SUS製(図面図示）)

図中特記による ○

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● 〇

〇

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

プラスチックテープ〇

▽

〇

〇

〇

耐
火
Ｖ
Ｐ

○

○

○

○

井水管

消火配管

蒸気管

採熱配管

一般

一般

地中熱

高温水配管

給油管 屋内

給油管 屋外

○

○

○

○

○

○

ドレン管 空調用・屋外

14.土工事

1)

埋戻し土2)

  場外搬出3)

  捨て土均し（

○

15.地業工事

1) 砂利地業

　砂利地業の厚さ

山砂の類

掘削土の良質土

○良質土 その他

山砂の類

）km　 捨て場所（ 約

○○

○構内敷均し

処理費（

有り 無し）

構内指示の場所に堆積 ○ 構外敷均し

有償 ○ 無償　）

再生クラシャラン 切込砂利 切込砕石

○

○

１００mm以上

）mm （

JIS A5001 (道路用砕石)　C-40程度

管周囲の保護

建設発生土等

の処理

1)

強度

16.

  機器類基礎等のコンクリート強度、鉄筋コンクリート

コンクリート工事

△

▽

○○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

▽

〇

冷暖房設備工事 ●

〇

〇

●

　〇枠組足場　900枠　防煙一級養生シート

〇

〇

〇

● ●

● （ドレン管

● （ドレン管

㎝

21N/mm2○

㎝

18N/mm2○

㎝

16N/mm2○強　　度

スランプ

施工箇所

ＳＤ390○

構造図面による

構造図面による

構造図面による

○

○

○

Ｂ  種

ＳＤ345

○

○

基準配筋による

基準配筋による

基準配筋による

Ａ　種

ＳＤ295

○

○

○

○

○

そ の 他

床開口部

壁開口部

異形鉄筋
鉄筋種別

補強筋

工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者

沼田浄化センター（管理棟）改築・耐震補強実施設計業務委託

ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3

AM-01

機械設備特記仕様書１

N.S

● ●



工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者

沼田浄化センター（管理棟）改築・耐震補強実施設計業務委託

ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 N.S

機械設備特記仕様書２

AM-02

○

）

警 報

○

○

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

1. 　方式

　熱源

2.

○ばい煙濃度計3.

4.煤じん量測定口 ○

○

5.放熱器 　種別

VAV・CAV6.

7.弁類等   冷温水及び冷却水の呼び径65A以上はバタフライ弁とする

  油用の仕切弁、逆止弁はマレアブル鋳鉄弁又は鋳鋼弁とする

  ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする

8.熱源機器 　図内機器表による

　機器類の能力（電動機出力を除く）は原則として表示された数値以上とする

9.その他

　

　 

空気調和・　

冷暖房方式

○

※ 吹出口廻りの居室内壁面及び家具等の防塵対策

※ 吹出口にフィルターをはさむ等の塵埃飛散防止対策

　運転再開前の処置

再利用

既設ダクトの5.

　排煙風量の検査方法に準ずる

　建築設備定期検査業務基準指導書（（財）日本建築設備安全センター）の排煙風量測定4.

　ロ．

　ロ．

　イ．排煙口2.

排煙方式1. 　方式

　方式換気方式1.

　イ．防煙ダンパー3.

　  

　

　　

10.その他 ○

9.管の埋設深さ

8.保温 　鋼板製タンク及びステンレス鋼板製タンクの保温

7.引込納付金等 ○

　ニ．

　ハ．

　ロ．

　イ．給水装置6.

　ニ．

　ハ．

　ロ．

5.受水槽

1. 図内器具表による　

○

○

○

○

3.浄化槽設備 

　ロ.形式

  ハ.ブロアー設置場所

  その他

　換気ドレン、水抜ドレン、バルコニードレン及び耐火二層管は保温を施さない4.その他

  ハ．

  ロ．　　

  イ．2.排水桝及び蓋

1.排水方式

△
△

△
△

△
△

△
△

△

△
△

1.給湯方式

○

○

○

全空気

蒸気

電気

○

○

○

空気一水

温水

ガス

○ ○

○

冷水 冷温水

全水 冷媒式 蒸気暖房

温水暖房 温風暖房 ＦＦ式暖房機 電気暖房

主要熱源機器

及び付属機器

　図内機器表による　容量等の表示、機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）

  は、原則として表示された数値以上とする

○設けない

設けない

設ける （煙道直線部に100φ以上のフランジ蓋止とする　）

設ける

○

○

○

○

○

○

○

○

○

鋳鉄製放熱器

ファンコイルユニット

ファンコンベクター 

パッケージエアコン

電気ヒーター

コンベクター

その他（　　　　　　　　　）

定風量ユニット

伸縮管継手

温度計

瞬間流量計及び測定用タッピング

○

○

○

○

○

○

○

○

○

パネルヒーター

ヒートポンプユニット

ユニットヒーター

ＦＦ暖房機　

遠赤外線暖房機

ベースボードヒーター

変風量ユニット

防振継手

圧力計

○

熱交換形換気扇

ダクト式機械換気

○

○

換気扇

その他（ ）

操作方式

開放装置

形状

○

復帰方式

　ダクト内清掃

○

○

○

○

機械排煙

電気

手動

スリット形

遠隔式

○

○

○

○

○

その他（ ）

スイング形

手動及び遠隔操作可能なもの　

手動式

その他（ ）

（ ）

（ ）

不要

○

○

制御方法 ○

○

高置水槽 ○

○

○

圧力タンク　

○

○

○

○

給水ポンプ

制御方法

○

　ホ．

井水用（

上水用（

○

○

） ○

） ○

フロートレススイッチ

ボールタップ・定水位調整弁

その他（

満水 減水

本工事

本工事 ○

低水位遮断

）

別途工事

故障

その他（

小形給水ポンプユニット

直結給水ﾌﾞｰｽﾀｰ方式

床置型

揚水用ポンプ

自動空気補給式

隔膜式

その他（

ＦＲＰ製（

そ の 他（

フロートレススイッチ

圧力スイッチ

その他（

○

）

）

）

）

）

水中型 ○ インバーター方式

満水 減水 低水位遮断 故障

要　（ ○ 別途工事 本工事 ）

○ 要 ○ 不要

○

○

○

○

処理対象 ○

○

処理水量（

放流水水質（

○

蓋

○

○

ため桝　　　　

○

○

○

○

○

○

インバート桝

設置浄化槽型式決定後直ちに施工承諾申請図及び計算書を

監督職員へ提出すること

  イ.方式

  ニ.ポンプ

自然流下 強制排水

鋳鉄製（

コンクリート製

その他（

その他（

塩ビ桝【 蓋

角型

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

その他（

塩ビ桝【 蓋

角型

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

○

○

○ 丸型

丸型

塩ビ

塩ビ

耐重　

○

○

○

市販コンクリート管

市販コンクリート管

Ｔ14 】

Ｔ14 】

市・町・村・型）

市・町・村・型）

重量　

市・町・村・型）

○

○

現場打

現場打

○ 軽量 ）

長時間ばっ気

回転板接触

接触ばっ気方式

その他（

汚水

現場施工型

その他（

○

○

（ｍ3/日 ）

）

ユニット型

雑排水

）

 ）人槽

ＢＯＤ ppm ）

○ 機械室内

その他（

○ 浄化槽内

）

有 ○ 無

電気湯沸器 （

ガス湯沸器 （

熱交換器

給湯ボイラー （

○

○

○

貯湯式

貯湯式

単独

貯湯タンク

○

○

○ 暖房併設 ）

瞬間式 ）

瞬間式 ）

）

衛生器具及び

付属機器

  関係者以外立入禁止、喫煙・飲食の禁止、アスベスト作業中等」の表示を行う

　施工範囲の出入口に、「アスベスト作業主任者名と職務の内容、

(3)

  石綿障害予防規則に基づく特別教育を受けた者とする　

　アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という）は、

(2)

　アスベスト含有建材の除去は、石綿作業主任者技能講習又は、

(1)2.

　処理の工法

　アスベスト粉じん濃度測定

　施工調査

　分析方法は、JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定法」とする　

○

○

  設計図書と異なる場合は、工事監督員と協議する

　建材のアスベスト含有調査は、次による　なお含有調査の結果、

処理工事

アスベストの1.

△
△

除去工事共通事項

表示及び掲示

除去作業者

作業主任者

含有調査済：含有建材等は、図面による　

含有調査：　

（調査部位： ）

ヶ所

行う ○

行う ○

(9.1.2　9.1.3)

(9.1.2)

行わない

行わない

(9.1.1)

  平成１８年３月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の

  うちから、アスベスト作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる

　また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を

  受診した者とし、肺機能に異常がない者とする　

○

○

○

○消火方式1.

1.厨房機器 ○ 図内機器表による　

4. ○

○

○

3.施工

機器2.

1.種類

　制御盤には火報起動リレー組込スペースを設けること　

　図内機器表によるほか日本消防設備安全センターの認定証票が貼付されたもの

○

○3.

○

○屋内消火栓箱2.

△
△

消火ポンプ

ユニット

その他（

消火器

泡消火

スプリンクラー

連結送水管

その他（

ＨＤ-７１４型

○

○

○

○

）

○

○

）

共同住宅用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

粉末消火

連結散水

屋外消火栓

ＨＤ-ＣＥ

易操作性）

○

○

○

○

フード等簡易消火

不活性ガス

屋内消火栓

その他（

ＨＢ－１Ｂ（易操作性）ＨＢ-１Ａ型 （

ガス漏れ警報設備 有

その他のガス……高圧ガス保安法の規定に基く　

液化石油ガス……標準仕様書第６編第３章による　

都市ガス…………ガス事業者の責任施工とする　

図内機器表による　

無

　
設
備

○

排

煙

設

備

○

厨

房

機

器

警 報

　※ 水道事業者の指定深度 （ ）

○

）

揚水加圧 （火災報知器と連動）

○

○

除去工事（公共建築改修工事標準仕様書及び以下による）

給油方式　 ○

　イ．

　ロ．

  所轄消防署が承認したもの

　防油堤

○

○

  所轄消防署が承認したもの

　防油堤

オイルサービス 　イ．

タンク 　ロ．

ａ）取付方法

ｂ）指示ユニット：製造者標準型とし図示による　

その他

4.量水器桝

量水器3.

○

　本管施工内容屋外配管2.

○

○

○

○

給水方式1.

　標準仕様書（第４編 第２章第４節及び第３章第２節）による低圧屋内配線5.

計測機器4. 　図内機器表による

　図示による計測箇所3.

計測範囲2.

制御方式1.

地下オイルタンク　

地上オイルタンク

遠隔式油量指示計

個別給油方式

その他（

基礎杭

タンク室

○

屋外タンク

市販品

○

給油ポンプ

返油ポンプ

設けない

次により設ける

○

）

集中給油方式

○

要

要

鋼製強化プラスチック製二重殻タンク

○ 不要 ○ 本工事 別途工事

○

○

本工事 別途工事

屋内タンク

製作（板厚 mm）

本工事

○

○

○

○

○

設ける

設ける

設けない

設けない

専用蓋 ○ 油槽蓋内

温度

電気式

湿度

電子式

○ その他（

デジタル式

）

ポンプ直送方式（

圧力タンク方式（　

高置水槽方式　（

受水槽方式　　（

加圧給水方式（

直結加圧給水方式

水道直結方式

既設配水管

配水管新設（

借受品

水道管理者指定品

○

○

○

○

上水

上水

上水

上水

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式

○

○

○

○

○

井水　）

井水　）

井水　）

井水　

圧力ﾀﾝｸ方式　 ）

○

○

新品購入（水道管理者指定品）

図内規格品

1. ○油種別 灯油 ○ Ａ重油 軽油

2.

3.

4.

5.

6.

7.

　「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」によるほか

　「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」によるほか

○ 専用 ○ 布設替　）

○ 液化石油ガス都市ガス（ ○ その他（ ）

　また、アスベストの有害性、取扱上の注意事項、使用すべき保護具の掲示を行う

　除去作業が終了後、高性能真空掃除機で、床等を清掃する　

(6)

　また、保管場所には、アスベスト等の保管場所であることの表示を行う　

　除去したアスベスト含有建材を搬出するまでの間、現場に保管する場合は、

(5)

(4)

確認及び後片付け

除去したアスベスト等の保管及び運搬

保護具・保護衣

　除去作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用する

  とともに、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に

  除去できる作業衣又は、保護衣を着用する

　また、工事監督員の立会の上で、除去が十分行われていることを目視確認を受ける

種類：

種類：

種類：

(1)4.

除去：

種類：

除去：

種類：

(1) 処理を行う保温材、耐火被覆板及び断熱材の種類及び除去3.

△
△

有保温材等の除去等

有成形板等の除去等

アスベスト含

アスベスト含

○

○

○

○

作業場の隔離

掻き落とし

作業場の隔離

掻き落とし

○

○

破砕

破砕

○

○

切断

切断

○

環

境

配

慮

改

修

工

事

使用機材

△

1. 〇 メーカーリスト

(1)その他

防火区画貫通配管：冷媒管貫通処理

防火区画貫通部の隙間はモルタル又は不燃材を充填する

防火区画貫通配管：排水耐火二層管貫通処理

ＰＳ０６０ＦＬ－０４５４（中空壁）認定品

ＰＳ０６０ＷＬ－０５３４（壁）

ＰＳ０６０ＦＬ－０４５４（床）

ＰＳ０６０ＦＬ－０４６７（中空壁）認定品

ＰＳ０６０ＷＬ－００２５（壁）

ＰＳ０６０ＦＬ－００２４（床）

2.

国土交通大臣認定工法、国土交通省・日本消防設備安全センター認定品

(3)

(2)

平成12年建設省告示第1376号に適合

防火ダンパーの構造他は昭和48年建設省告示第2565号及び

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

平成２４年　第１４４７号に基づいて施工すること

満水時質量が15㎏を超える給湯器の設置方法は国土交通省告示

排水量と排水管の勾配及び勾配を算出する手法は、排水負荷単位法とする

床排水に設ける排水トラップはJIS A 4002による

衛生器具に設ける排水トラップはJIS A 5207、

ウォーターハンマー防止の措置を講じる

水栓とあふれ面の吐水口空間を確保のこと

 　　●四：阻集器　●五：通気管　　六：排水再利用配管設備

第２.●一：排水管　　二：排水槽　●三：排水トラップ

第１.●一：給水管　　二：給水タンク及び貯水タンク

下記●印を適用する

配管設備の構造方法は、昭和５０年建設省告示１５９７号について、

建築設備の構造方法は、平成12年建設省告示1388号、

1389号に規定される構造とする

(18)

(17)

(16)

(15)

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

ドルゴ通気を設置した場合は、点検口を設置すること

充分な安全対策と清掃・養生等の周辺対策を行うこと

それに伴う費用は受注者が負担すること

最適な運用が出来るよう検証及び機器調整を行うこと

気象条件が建築設備設計基準に近い日に室温測定を行い、

受注者が負担すること

諸官庁への届出・協議・それに伴う資料の作成・申請に関わる費用は

又は、木ねじ（呼び径4φ、長さ35ｍｍ）を8本使用し

4本使用し床に固定（耐震用脚RHE706使用：TOTO）、

電気温水器：タッピンねじ（呼び径5φ、長さ50ｍｍ）

ガス瞬間湯沸器：木ねじ（呼び径5.1φ、長さ32ｍｍ）

を4本使用し固定すること

施工順序等について発注者･監理者と協議のうえ行うこと

（耐震用脚RHE707使用：TOTO）固定すること

工事作業に伴う、埃･音･臭い対策の為の仮設は、その範囲･仕様･ 

インバータ機器は高調波対策を行うとともに、電力会社の仕様に合わせること

(19)

施工図、承認図を基にダクト系の静圧損失計算を行い、

ファン動力の確認を行うこと

施工図、承認図を基に配管系の圧力損失計算を行い、

ポンプ動力の確認を行うこと

異種金属配管接合部には、電気的絶縁処理を施すこと

全て記入すること

エアフィルターについては取り付け位置、寸法、枚数、メーカー等を(20)

(21)

居室天井内衛生配管等で騒音発生が予想されるものには、鉛巻きを行うこと

屋外に埋設する配管は重量車両通行場所について耐荷重対策をすること

配管には、必要箇所に空気抜き管、水抜き管を設けること

フランジ継手を設けること

配管類は、機器廻り等必要箇所に取り外しを容易にするための

メンテナンスに十分配慮したものであること

送排風機の注油口位置、ベルトカバーの取り付け方法については、

ついては、係員の指示を受けること

各種室内機等のリモコン設置位置、個数、室内温湿度設定器位置に(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

○

そ

の

他

  一定の保管場所を定め、他の内装材と分別して保管するものとし、シートで

  覆う等、飛散防止措置を講ずる

雑用水　）

▼
▼

▼
▼

▼

(躯体･コンクリート
 工事は建築工事)

(別途工事)

・グリスフィルター、天蓋の油抜き・排水はフレキ管、ＳＵＳ管で直近　の釜場、

　排水側溝へ放流する。

注記

・屋上（屋外）設置の機器，盤類，露出ダクト，露出配管類は、すべて耐

・アンカーボルト類は､屋内外ともSUS304ダブルナット三山残しとする｡

・屋上（屋外）設置機器のアンカーボルト，ナット，支持金具，架台など

・各点検口のふた裏面には、点検対象物の種別（機器番号,種類,目的など）
　を表示すること。

　はすべて、SUS304製または溶融亜鉛メッキとする。

　塩害対策（塗装，粉体コーティングなど）を施す。

・防振支持範囲（配管・ダクト）は下記とする。

・機械室内 ・シャフト内・天井内主経路

・凍結の恐れのある配管は凍結防止対策を行うこと。

　または間接排水口に導く。

・外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー類には排水管を取付、屋外

・湯沸し室，厨房などの火気使用室で、排気温度が72℃を超える場合には、
　防火ダンパの温度ヒューズ溶解温度は120℃程度とする。

・接続チャンバーには水抜き・防雪用バッフル板（特に給気ガラリに防風板等
　の無い場合）を設ける。又チャンバーへのダクト接続は極力高い位置で取り

　出す。

ガラリ

・外調機の外気取り入れダンパーは高気密型とする。

・厨房排気ダクトは勾配を取り、ドレン抜きを設ける。

バッフル板（パンチングメタル等）

ダクト

ドレン

・外調機の停止時には外気取り入れダンパーを全閉とし､外気の進入を防ぐこと。

・外調機系統のダクトは全て保温を行う。

その他（ヒートポンプ）

処理を行う成形板の種類

機　 器　 名 指　　定　　製　　造　　所

施工に伴い作成する図面はCADデータも提出すること

●

空

気

調

和

・

冷

暖

房

設

備

●

●

●

▽
▽

その他（ ）

別途工事（ ）建築工事

（ ）

●

13A

（ ）北海道ガス

▽

●

そ

の

他

土被りGL-1200H

　行う。顕熱型の場合は結露水のドレンを必ずとること。

・全熱交換換気扇のダクトについては、還気ダクトを除く全てのダクトの保温を

○

○

○

○
換
気

▽ ○

○

▽
▽

△

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

▽
▽

△

○

○

○

給

油

設

備

▽

○

○

○

○

給

水

設

備

▽
▽

▽
▽

○

○

○

○

○

○

○

○

給

水

設

備

▽
▽

▽
▽

▽
▽

　イ．○

○

○ ○ ○ ○

○ 別途工事（　　　　　）

○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

排

水

設

備

○

○ ○ ○

○ ○ ○

△
△

▽

○
給
湯

設
備

○ ○

その他（ヒートポンプ給湯機

○
衛
生
器
具
設
備

▽ ○

○

消

火

設

備

△

○

○

▽ ○

○

自

動

制

御

設

備

▽
▽

▽
▽

○ ○

○

〇●

〇

ガ

ス

設

備

▽
▽

▽ 〇

〇



工 事 名

図面名称

検収年月

受託業者

沼田浄化センター（管理棟）改築・耐震補強実施設計業務委託

ンコード社会式株

月年和令 縮 尺

号番面図

8 3 N.S

機械設備特記仕様書３

AM-03

（１００Ａ）

2
5
0

近接壁１面

ＦＤヒューズ交換可能（外付タイプ）

○　給水管・給湯管防火区画貫通部参考図

３０分耐火構造

防火構造

１時間耐火構造

２時間耐火構造

構造区分

管種 排水・通気管

給水管

(肉厚6.6mm以上)(肉厚6.6mm以上)(肉厚7.0mm以上)

おおいの

無い場合

0.5mm以上の

のある場合

鉄板の覆い

防火区画を貫通できる硬質塩化ビニル管管径(建設省告示第3183号)

700

1,
00
0

1,000

3
0
0

貫通部において保温が必要な場合。

壁

床

床

壁

貫通部において保温が必要無い場合。

壁 壁・床

冷媒管（保温材付き）

タフロックニジカン－ＡＰＷ、ＡＰＦ

国土交通省認定番号

(壁:PS060 WL-9067､床:PS060 FL-9053）

日本消防設備安全センター認定番号

(壁:KK19-087号､床:KK19-088号)

防火区画キット(ヒートメル－２００)

国土交通大臣認定品

(PS060WL-9037・PS060FL-9036)

日本消防設備安全センター評定

(KK19-082号・KK19－083号)

サヤ管（ＣＤ管）

隙間部分モルタル充填

耐火粘土

耐火キャップ

無収縮モルタル穴埋め又は、

ＲＷ保温材充填

鋼管類（但し、防食テープ巻とする） 無収縮モルタル穴埋め又は、

ＲＷ保温材充填

鋼管類（但し、防食テープ巻とする）

無収縮モルタル穴埋め

ＲＷ保温材

鋼管類

ＲＷ保温材

無収縮モルタル穴埋め

鋼管類

防火区画貫通部から１ｍ以内は

配管を不燃材料とする。

（耐火二層管PS060WL-0273)

モルタル等の不燃材料で

充填する

防火区画貫通部から１ｍ以内は

配管を不燃材料とする。

（耐火二層管PS060FL-0271)

モルタル等の不燃材料で

充填する

支持金物

支持金物

支持金物

支持金物

（Ｃ）吐水口空間と有効開口の内径 （Ｄ）吐水口の壁からの離れ

壁

〇　吐水口空間解説図

近接壁２面

壁

３
２

１

１　吐水口の内径Ｄ

２　こま押さえ部分の内径

３　給水栓の接続管の内径

以上三つの内径のうち

最小内径を有効開口の内径

Ｄ’として表す。

（Ａ）吐水口空間と有効開口の内径 （Ｂ）吐水口の壁からの離れ

※壁からの離れは狭い方をとる

〇　ダクト区画貫通部参考図

壁

国土交通省仕様

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

防
火
区
画

壁
か
ら
の
離
れ

壁からの離れ

吐水口空間

吐水口

吐水口

（２.５Ｄ'＋４０）ｍｍ

Ｄ'：有効開口の内径[ｍｍ]

壁からの離れ

壁からの離れ

壁からの離れ

近接壁の影響が有る場合
が無い場合

近接壁の影響

1.7D'+5

3.0D' 2.0D'+5 1.7D'+5 3.5D' 3.0D' 2.0D'+5 1.7D'+5

近接壁１面の場合

壁からの離れ

近接壁２面の場合

壁からの離れ

１）Ｄ：吐水口の内径[mm]　　Ｄ’：有効開口の内径[mm]

２）吐水工の断面が長方形の場合は長辺をＤとする。

３）あふれ縁より少しでも高い壁が有る場合は近接壁とみなし、近接壁１面、２面の数値による。

４）吐水口端面があふれ面に対して平行でない場合は、吐水口端の最下端と衛生器具・あふれ縁との空間を吐水口空間とする。

防露が必要な場合はＲＷ充填

防露が必要ない場合は防食テープ巻モルタル充填

平鋼(短管に溶接)

点検口450×450以上

シリコンシーラント材

セルフード（ＳＵＳ焼付塗装）

三角コーキング

外壁防水処理

コーキング

１.５ｍｍ以上の鉄板又は、金網モルタル等で被覆した短管とする。

保温材（ＲＷ）

断熱欠損ないよう外壁面より施工する

先行配管とし、断熱をする事（ｳﾚﾀﾝ吹付前）

ＦＤヒューズ交換可能（外付タイプ）
国土交通省仕様

ダクト施工後外壁内側断熱を行う

無収縮モルタル材充填

難燃性プチルゴム巻

亜鉛鉄板スパイラルダクト

3D以下 3Dを越え

5D以下

5Dを越える

もの

4D以下 4Dを越え

6D以下

6Dを越え

7D以下

7Dを越える

もの（１００Ａ）

１１５ｍｍ以下 １１５ｍｍ以下

（１００Ａ） （１２５Ａ）

１４１ｍｍ以下

１１５ｍｍ以下

（１００Ａ）

１１５ｍｍ以下

（１００Ａ）

１４１ｍｍ以下

（１２５Ａ）

１１５ｍｍ以下

（１００Ａ）

９０ｍｍ以下

（７５Ａ）

１１５ｍｍ以下

９０ｍｍ以下 ６１ｍｍ以下 ９０ｍｍ以下

（７５Ａ） （５０Ａ） （７５Ａ）

ポリブテン管等

●　冷媒管防火区画貫通部参考図

●　排水・通気管防火区画貫通部(塩化ビニル管)参考図

（耐火VP管PK19-042) （耐火VP管PK19-042)

〇　鋼管類による防火区画貫通部参考図



1階平面図 S=1:50
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RC壁　新設(建築工事)

増打ち

開口塞ぎ
石こうボードt12.5 EP

工 事 名 沼田浄化センター（管理棟）改築・耐震補強実施設計業務委託

図面名称

検収年月 令 和 8 年 3 月 縮 尺

受託業者 株 式 会 社 ド ー コ ン 図 面 番 号 AM-11

1:50

冷暖房設備　管理棟１階平面図

記号 液管 ガス管

＜冷媒管サイズ表＞

1 9.52φ 6.35φ ※化粧カバー75×63共

GL+300の位置にて地表面に開放

R
D

①

1

AC

▲1

記号

▲2

場所 口径 × 長さ

はつり記号リスト

(壁)

(壁)  50φ × 250L

 100φ × 250L

記　号 名　称

ルームエアコンAC-1

仕　　　　　様

防振架台(防振材：製造者標準品)　その他付属品一式

型式：空冷ヒートポンプルームエアコン

冷房：3.6kW以上　室内機：壁掛型　ワイヤレスリモコン

付属品：鋼製壁掛架台(溶融亜鉛メッキ2種35)

電源
kWVφ

数量

1 1 100 1.42 

備　考設置場所

冷房時定格室外機：屋外ポーチ

室内機：監視事務室MSZ-GV3625同等品

FF-1 FF式温風暖房機 1001型式：床置温風型　暖房：7,000kcal/h　灯油焚き　灯油消費量0.918L/h

排気筒 FL+2,300立上げ

500W 監視事務室

FF式温風暖房機 1001

排気筒 FL+2,300立上げ

500WFF-2 型式：床置温風型　暖房：5,500kcal/h　灯油焚き　灯油消費量0.72L/h 1

FF

2

FF

1

1

作業員控室

※屋内のエアコンドレン管はグラスウール25mm＋樹脂カバー外装にて防露施工すること。

ドレン管の管種は屋内は塩ビ管(VP)、屋外は高耐候性塩ビ管とする。

冷房期のみ使用

■工事内容

①１階監視事務室にAC-1(ルームエアコン)を新設する。

灯油銅管8φ延長(さや管CD管22φ共)
灯油コック新設(壁BOX共)

②１階監視事務室のFF-1(FF式温風暖房機)を取り外し、壁の開口塞ぎ後に再設置する（開口作業の支障とならないようにするため）。

▲2 ▲1

25(壁面露出)

③１階作業員控室のFF-2(FF式温風暖房機)を取り外し、壁の増し打ち後に再設置する。給排気筒も再使用するが、給排気トップは新品とする。

④２階発電機室のYc0通り面の外壁に取り付けられている有圧扇用防雪フード700□(使用していない)を開口塞ぎ前に撤去する。

給排気筒、給排気トップも再使用する。

また壁に取り付く灯油コックを撤去し、壁の増し打ちに伴い灯油配管を延長の上、灯油コックを新設する。

本工事にて新設

既設品再使用

既設品再使用
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5005,0001,200

3,800 6,7506,700

工 事 名 沼田浄化センター（管理棟）改築・耐震補強実施設計業務委託

図面名称

検収年月 令 和 8 年 3 月 縮 尺

受託業者 株 式 会 社 ド ー コ ン 図 面 番 号

1:50

2階平面図 S=1:50

電気室

発電機室

脱水機室

階段室

PS

UP

RC壁　新設

X C0

Y C0

X C1 X C2 X C3

Y C1

Y C2

3
,
0
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

1
4
,
0
0
0

5,000 5,000 7,250

17,250

換気設備　管理棟２階平面図

AM-12

有圧扇用防雪フード700□撤去(再使用無し)

■工事内容

①１階監視事務室にAC-1(ルームエアコン)を新設する。

②１階監視事務室のFF-1(FF式温風暖房機)を取り外し、壁の開口塞ぎ後に再設置する（開口作業の支障とならないようにするため）。

③１階作業員控室のFF-2(FF式温風暖房機)を取り外し、壁の増し打ち後に再設置する。給排気筒も再使用するが、給排気トップは新品とする。

④２階発電機室のYc0通り面の外壁に取り付けられている有圧扇用防雪フード700□(使用していない)を開口塞ぎ前に撤去する。

給排気筒、給排気トップも再使用する。

また壁に取り付く灯油コックを撤去し、壁の増し打ちに伴い灯油配管を延長の上、灯油コックを新設する。
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